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（資料 1） 

 

特定施設入居者生活介護 重要事項説明書 

 

 

 記入年月日 令 和 7年  4月 1日  

 記入者名 松 浦  大 喜  

所属・職名  洛 和 ホ ー ム ラ イ フ み さ さ

ぎ  施 設 長  

１．事業主体概要 

種類 個人／法人   法人 

※法人の場合、その種

類 

医療法人 

名称 （ふりがな）いりょうほうじんしゃだん らくわかい 

医療法人社団 洛和会 

主たる事務所の所在

地 

〒604-8405 京都市中京区西ノ京車坂町 9 番地 

連絡先 電話番号 075-593-4078 

FAX番号 075-593-4088 

メールアドレス  hl_misasagi@rakuwa.or.jp 

ホームページアドレス http://www.rakuwa.or.jp/ 

代表者 氏 名  矢 野 裕 典  

職 名  理 事 長  

設立年月日 昭 和 48年 7月 2日  

主な実施事業 ※別添１（別に実施する介護サービス一覧表） 

 

２．有料老人ホーム事業の概要 

（住まいの概要） 

名称 （ふりがな）らくわほーむらいふみささぎ 

洛和ホームライフみささぎ 

所在地 〒607-8425 

京都市山科区御陵上御廟野町 5-1 

主な利用交通手段 最寄駅 地下鉄東西線 御陵駅 

交通手段と 

所要時間 
地下鉄「御陵駅」下車 徒歩 5 分（３５０ｍ） 

連絡先 電話番号 075-582-8522 

FAX番号 075-502-4044 

メール  

アドレス  

hl_misasagi@rakuwa.or.jp 

ホームページ

アドレス 

http://www.rakuwa.or.jp/ 

管理者 氏名 松浦 大喜 

職名 施設長 

建物の竣工日 平 成 25年 8月 31日  

有料老人ホーム事業の開始日 平 成 25年 10月 1日  
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（類型）【表示事項】 

１ 介護付（一般型特定施設入居者生活介護を提供する場合） 

２ 介護付（外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を提供する場合） 

３ 住宅型 

４ 健康型 

１ 又 は ２

に 該 当 す

る場合 

介護保険事業者番号 2674101320 

指定した自治体名 京都市 

事業所の指定日 平成 28 年７月 １日 

指定の更新日（直近） 令和 4 年７月 １日 

 

３．建物概要  

土地 敷地面積 1557.71 ㎡ 

所有関係 １ 事業者が自ら所有する土地 

２ 事業者が賃借する土地（  普通賃借  ）   

 抵当権の有無 
１ あり  ２  なし 

契約期間 
１ あり 

(平成 25 年 9 月 1 日～令和 16 年 8 月 31

日) 

２ なし 

契約の自動更

新 
１ あり  ２  なし 

建物 延床面積 全体 1498.40 ㎡ 

うち、老人ホーム部

分 

1498.40 ㎡ 

耐火構造 １ 耐火建築物 

２ 準耐火建築物 

３ その他（            ） 

構造 １ 鉄筋コンクリート造 

２ 鉄骨造 

３ 木造 

４ その他（             ） 

所有関係 １ 事業者が自ら所有する建物 

２ 事業者が賃借する建物  （  普通賃借 ）   

 抵当権の設定 
１ あり  ２  なし 

契約期間 
１ あり 

(平成 25 年 9 月 1 日～令和 16 年 8 月 31

日) 

２ なし 

契約の自動更新 
１ あり  ２  なし 

居 室 の 状

況 

居室区分 

【 表 示 事
１ 全室個室（縁故者居室を含む）   
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項】  ２ 相部屋あり 

 
最少 1 人部屋 

最大 1 人部屋 

 
トイレ 浴室 面積 

戸数・室

数 
区分※  

タイプ１ 
有／無 有／無 19.25 ㎡ 11 戸 

介護居室個

室 

タイプ２ 
有／無 有／無 18.56 ㎡ 29 戸 

介護居室個

室 

タイプ３ 有／無 有／無 ㎡   

タイプ４ 有／無 有／無 ㎡   

タイプ５ 有／無 有／無 ㎡   

タイプ６ 有／無 有／無 ㎡   

タイプ７ 有／無 有／無 ㎡   

タイプ８ 有／無 有／無 ㎡   

タイプ９ 有／無 有／無 ㎡   

タイプ 10 有／無 有／無 ㎡   

※「一般居室個室」「一般居室相部屋」「介護居室個室」「介護居室相部屋」「一時介護室」

の別を記入。 

共用施設 共用便所における

便房 
5 ヶ所 

うち男女別の対応が可能な便房 ヶ所 

うち車椅子等の対応が可能な便房 2 ヶ所 

共用浴室 4 ヶ所 
個室 4 ヶ所 

大浴場 ヶ所 

共用浴室における

介護浴槽 
1 ヶ所 

チェアー浴 1 ヶ所 

リフト浴 ヶ所 

ストレッチャー浴 ヶ所 

その他（      ） ヶ所 

食堂 
１ あり   ２ なし 

入居者や家族が利

用できる調理設備 
１ あり   ２ なし 

 

エレベーター 
１ あり（車椅子対応） 

２ あり（ストレッチャー対応） 

３ あり（上記１・２に該当しない） 

４ なし 

消 防 用 設

備等 

消火器 
１ あり   ２ なし 

自動火災報知設備 
１ あり   ２ なし 

火災通報設備 
１ あり   ２ なし 

スプリンクラー 
１ あり   ２ なし 

防火管理者 
１ あり   ２ なし 

防災計画 
１ あり   ２ なし 

緊 急 通 報

装置等   

居室  

１ あり  

便所  

１ あり  

浴室  

１ あり  

その他 （   ） 

１ あり  

２ 一部あり  
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２ 一部あり  

３ なし  

２ 一部あり  

３ なし  

２ 一部あり  

３ なし  
３ なし  

その他  

 

４．サービスの内容  

（全体の方針） 

運営に関する方針 （１）入居者が、計画に基づき、入浴、排せつ、食

事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練

及び療養上の世話を行うことにより、その有する

能力に応じ自立した日常生活を営むことができる

よう援助を行います。 

（２）入居者の意思及び人格を尊重し、心身の状況

に応じた自主的且つ意欲的な日常生活が送れるよ

う援助を行います。 

（３）関係市町村、地域の医療、保健、福祉サービ

ス機関、地域包括支援センター、地域住民との連携

に努め、協力と理解のもとに適切な運営を図りま

す。 

サービスの提供内容に関する特色 洛和会ヘルスケアシステムの医療、介護に関する

ノウハウを活かし、継続的な職員の教育、育成に

より、安定した質の高い介護サービスを提供しま

す。 

入浴、排せつ又は食事の介護 
１ 自ら実施  ２ 委託  ３ なし 

食事の提供 
１ 自ら実施  ２ 委託  ３ なし 

洗濯、掃除等の家事の供与 
１ 自ら実施  ２ 委託  ３ なし 

健康管理の供与 
１ 自ら実施  ２ 委託  ３ なし 

安否確認又は状況把握サービス 
１ 自ら実施  ２ 委託  ３ なし 

生活相談サービス 
１ 自ら実施  ２ 委託  ３ なし 

口腔衛生の管理 
１ 自ら実施  ２ 委託  ３ なし 

 

（介護サービスの内容） ※特定施設入居者生活介護等の提供を行っていない場合は省略可能 

特定施設入居者生活介護の

加算の対象となるサービス

の体制の有無 

 

※１ 「協力医療機関連携加

算（Ⅰ）」は、「相談・診

療を行う体制を常時確保

し、緊急時に入院を受け

入れる体制を確保してい

る協力医療機関と連携し

ている場合」に該当する

場合を指し、「協力医療

機関連携加算（Ⅱ）」は、

「協力医療機関連携加算

入居継続支援加算 

(Ⅰ) １ あり  ２  なし 

(Ⅱ) １ あり  ２  なし 

生活機能向上連携

加算 

(Ⅰ) １ あり  ２  なし 

(Ⅱ) １ あり  ２  なし 

ADL 維持等加算 

(Ⅰ) １  あり  ２ なし 

(Ⅱ) １  あり  ２ なし 

個別機能訓練加算 (Ⅰ) １  あり  ２ なし 
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（Ⅰ）」以外に該当する

場合を指す。 

 

※２ 「地域密着型特定施

設入居者生活介護」の指

定を受けている場合。 

(Ⅱ) １  あり  ２ なし 

夜間看護体制加算 

(Ⅰ) １ あり  ２  なし 

(Ⅱ) １  あり  ２ なし 

若年性認知症入居者受入加算 １ あり  ２  なし 

協力医療機関連携

加算（※１） 

(Ⅰ) １  あり  ２ なし 

(Ⅱ) １  あり  ２ なし 

口腔衛生管理体制加算（※２） １ あり  ２  なし 

口腔・栄養スクリーニング加算 １ あり  ２  なし 

退院・退所時連携加算 １ あり  ２ なし 

退去時情報提供加算 １ あり  ２ なし 

看取り介護加算 

(Ⅰ) １  あり  ２ なし 

(Ⅱ) １ あり  ２  なし 

認知症専門ケア加

算 

(Ⅰ) １ あり  ２  なし 

(Ⅱ) １ あり  ２  なし 

高齢者施設等感染

対策向上加算 

(Ⅰ) １  あり  ２ なし 

(Ⅱ) １  あり  ２ なし 

新興感染症等施設療養費 １ あり  ２  なし 

生産性向上推進体

制加算 

(Ⅰ) １ あり  ２  なし 

(Ⅱ) １ あり  ２  なし 

サービス提供体制

強化加算 

(Ⅰ) １  あり  ２ なし 

(Ⅱ) １ あり  ２  なし 

(Ⅲ) １ あり  ２  なし 

介護職員等処遇改

善加算 

(Ⅰ)  １  あり  ２ なし 

(Ⅱ)  １ あり  ２  なし 

(Ⅲ)  １ あり  ２  なし 
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(Ⅳ)  １ あり  ２  なし 

(Ⅴ) （１） １ あり  ２  なし 

(Ⅴ) （２） １ あり  ２  なし 

(Ⅴ) （３） １ あり  ２  なし 

(Ⅴ) （４） １ あり  ２  なし 

(Ⅴ) （５） １ あり  ２  なし 

(Ⅴ) （６） １ あり  ２  なし 

(Ⅴ) （７） １ あり  ２  なし 

(Ⅴ) （８） １ あり  ２  なし 

(Ⅴ) （９） １ あり  ２  なし 

(Ⅴ) （10） １ あり  ２  なし 

(Ⅴ) （11） １ あり  ２  なし 

(Ⅴ) （12） １ あり  ２  なし 

(Ⅴ) （13） １ あり  ２  なし 

(Ⅴ) （14） １ あり  ２  なし 

人員配置が手厚い介護サー

ビスの実施の有無 

１ あり 

（介護・看護職員の配置率） 

2.5：１ 

２ なし 

 

（医療連携の内容） 

医療支援 

※複数選択可 
１ 救急車の手配  

２ 入退院の付き添い  

３ 通院介助  

４ その他（             ）  

協 力 医 療 機

関 

１ 名称 医療法人社団洛和会 音羽リハビリテーション病院 

住所 京都市山科区小山北溝町 32-1 

診療科目 整形外科、内科、メモリークリニック他 

協力科目 内科 

協力内容 

入所者の病状の急変時等に

おいて相談対応を行う体制

を常時確保 

１ あり   ２ なし 
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診療の求めがあった場合に

おいて診療を行う体制を常

時確保 

１ あり   ２ なし 

２ 名称 医療法人社団洛和会 音羽病院 

住所 京都市山科区音羽珍事町 2 

診療科目 総合診療科、心臓内科、形成外科、眼科他 

協力科目 総合診療科、心臓内科、形成外科、眼科他 

協力内容 

入所者の病状の急変時等に

おいて相談対応を行う体制

を常時確保 

１ あり   ２ なし 

診療の求めがあった場合に

おいて診療を行う体制を常

時確保 

１ あり   ２ なし 

３ 名称 医療法人社団洛和会 音羽記念病院 

住所 京 都 府 京 都 市 山 科 区 小 山 鎮 守 町 29- 1  

診療科目 腎臓内科、内科、外科 

協力科目 腎臓内科 

協力内容 

入所者の病状の急変時等に

おいて相談対応を行う体制

を常時確保 

１ あり   ２ なし 

診療の求めがあった場合に

おいて診療を行う体制を常

時確保 

１ あり   ２ なし 

４ 名称 医療法人良善会ひかり病院 

住所 滋賀県大津市際川 3 丁目 35-1 

診療科目 内科、消化器内科、老年内科、リハビリテーション科 

協力科目 内科 

協力内容 

入所者の病状の急変時等に

おいて相談対応を行う体制

を常時確保 

１ あり   ２ なし 

診療の求めがあった場合に

おいて診療を行う体制を常

時確保 

１ あり   ２ なし 

５ 名称  

住所  

診療科目  

協力科目  

協力内容 

入所者の病状の急変時等に

おいて 

相談対応を行う体制を常時

確保 

１ あり   ２ なし 

診療の求めがあった場合に

おいて 

診療を行う体制を常時確保 

１ あり   ２ なし 

新 興 感 染 症

発 生 時 に 連

携 す る 医 療

機関 

１ あり 

 

医療機関の名

称 
医療法人社団洛和会 音羽病院 

医療機関の住

所 
京都市山科区音羽珍事町 2 

２ なし 

１ 名称 ごとう歯科クリニック 
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協 力 歯 科 医

療機関 

住所 京都市山科区小山北溝町 33-1 

協力内容 訪問診療 

２ 名称   

住所   

協力内容   

 

（入居後に居室を住み替える場合）※住み替えを行っていない場合は省略可能  

入居後に居室を住み替える

場合  

※複数選択可  

１ 一時介護室へ移る場合 

２ 介護居室へ移る場合 

３ その他（       ） 

判断基準の内容 ご利用者の身体及び認知症状等 

手続きの内容  ご本人及び身元保証人への説明、同意 

追加的費用の有無  １ あり  ２ なし 

居室利用権の取扱い   

前払金償却の調整の有無  １ あり  ２ なし 

従前の居室と

の仕様の変更  

面積の増減  １ あり  ２ なし 

便所の変更  １ あり  ２ なし 

浴室の変更  １ あり  ２ なし 

洗面所の変

更  
１ あり  ２ なし 

台所の変更  １ あり  ２ なし 

その他の変

更  １ あり 
（変更内容）居住階数 

２ なし 

 

（入居に関する要件） 

入居対象となる者  

【表示事項】  

 

自立している者 １ あり  ２ なし 

要支援の者 １ あり  ２ なし 

要介護の者 １ あり  ２ なし 

留意事項 1 規定の利用料の支払いが可能な者  

2 自立している方、公的な介護保険に加入し、要支援・要介護認定を受け

ている方 

3 身元保証人を定められている者 

4 洛和ホームライフみささぎの各契約書・運営規定等をご承認いただき円滑

に共同生活が営める物 

5 中心静脈栄養管理の対応不可、その他の療養管理については応相談  

契約解除の内容  1 入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居した時。  

2 利用料の支払いを 2 ヶ月以上滞納し、事業者が利用者に対して滞納額を支

払うよう催告したにもかかわらず、直ちに利用料の全額の支払いをしな

い場合、事業者は、30 日の予告期間をおいて文書で通知した時。  

3 入居者の行動が本人又は他の入居者あるいは施設従業員の身体または生

命に危害を及ぼすおそれがあり、かつ施設における通常の接遇方法でこ

れを防止する事ができない時。 

4 入居者が診療所や病院に入院し、3 ヶ月を超える期間治療等が必要となっ

たとき又は見込まれる等、本施設において入居者に対する本件サービス

の提供が困難であると合理的に判断される時。但し、入居者の合意を得る

ものとする。 
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5 本施設を不在にする期間が連続して 3 ヶ月を超え、本施設への復帰が困

難、あるいは入居者に復帰の意思がないと判断される時。  

6 天災、法令の改変、その他やむを得ない事情により、本施設を閉鎖または  

 縮小する時。 

7 入居者、身元保証人及び入居者の家族その他の関係者が事業所またはその

従業員に対して、本契約を継続し難いほどの背信行為を行った時。  

8 特定施設入居者生活介護サービス利用契約書の第 7 条に規定する入居者 

 又はその家族等の義務に違反する行為をおこない、事業者の指摘や注意  

 に対して改善がみられない場合。  

事 業 主 体 か ら 解 約 を 求 め

る場合  

解約条項 30 日以上 

解約予告期間 30 日前 

入 居 者 か ら の 解 約 予 告 期

間  
ヶ月 

体験入居の内容  
１ あり 

（内容：1 泊 2 日 7,700 円（3 食付）（ＰＭ2 時～翌日ＰＭ2 時）  

上記金額には食費、水光熱費、介護サービス費が含まれています。  

2 日以上のご利用についてはご相談下さい。送迎サービスは提供しておりま

せんので、送迎を希望される場合はご相談ください。） 

２ なし 

入居定員  40 人 

その他   

 

５．職員体制  

※有料老人ホームの職員について記載すること（同一法人が運営する他の事業所の職員につい

ては記載する必要はありません）。  

（職種別の職員数）  

 

職員数（実人数） 常勤換算人数
※ １ ※２  合計 

 常勤 非常勤 

管理者 1 1 0 1 

生活相談員 1 1 0 1 

直接処遇職員 17 16 1 16.8 

 介護職員 14 14 1 14.4 

 看護職員 3 2 1 2.8 

機能訓練指導員 1 1 0 1 

計画作成担当者 1 0 1 0.5 

栄養士 0 0 0 0 

調理員 0 0 0 0 

事務員 0 0 0 0 

その他職員 1 0 1 0.7 

１週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数※ ２  38.75 時間  

※１ 常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常

勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を

常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。  

※２ 特定施設入居者生活介護等を提供しない場合は、記入不要。 

 

（資格を有している介護職員の人数）  

 
合計 

 常勤 非常勤 

社会福祉士 1 1 0 
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介護福祉士 8 8 1 

実務者研修の修了者  2 2 0 

初任者研修の修了者 3 3 0 

介護支援専門員 0 0 0 

 

（資格を有している機能訓練指導員の人数）  

 
合計 

 常勤 非常勤 

看護師又は准看護師  0 0 0 

理学療法士 1 1 0 

作業療法士 0 0 0 

言語聴覚士  0 0 0 

柔道整復士 0 0 0 

あん摩マッサージ指圧

師  

0 0 0 

はり師  0 0 0 

き ゅ う 師  0 0 0 

 

（夜勤を行う看護・介護職員の人数）  

夜勤帯の設定時間（  19 時 15 分～ 7 時 30 分） 

 平均人数 最少時人数（休憩者等を除く） 

看護職員  0 人 0 人 

介護職員 2 人 2 人 

 

（特定施設入居者生活介護等の提供体制） 

特定施設入居者生活介護の利用者に

対する看護・介護職員の割合  

（一般型特定施設以外の場合、 

本欄は省略可能） 

契約上の職員配置比率※  

【表示事項】 

ａ 1.5：１以上 

ｂ ２：１以上 

ｃ 2.5：１以上 

ｄ ３：１以上 

実際の配置比率 

（記入日時点での利用者数 

 ：常勤換算職員数） 
2.5：１ 

※広告、パンフレット等における記載内容に合致するものを選択 

外部サービス利用型特定施設である

有料老人ホームの介護サービス提供

体制（外部サービス利用型特定施設

以外の場合、本欄は省略可能） 

ホームの職員数 人 

訪問介護事業所の名称  

訪問看護事業所の名称  

通所介護事業所の名称  

 

（職員の状況）  

管理者 

他の職務との兼務 
１ あり     ２  なし 

業務に係る資格等 １ あり 

 資格等の名

称 
 

２ なし 

 看護職員 介護職員 生活相談員 
機能訓練  

指導員 

計画作成  

担当者 
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常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 

前年度１年

間の採用者

数  

0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

前年度１年

間の退職者

数  

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

業
務
に
従
事
し
た
経
験
年
数
に
応
じ
た
職
員
の
人

数 

 

１年

未満  

0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 

１年

以上

３年

未満  

2 0 3 0 1 0 0 0 0 1 

３年

以上

５年

未満  

0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

５年

以上1

0年未

満  

0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 

10年

以上  

0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 

従業者の健康診断の実施状況 １ あり  ２ なし 

 

６．利用料金  

（利用料金の支払い方法）  

居住の権利形態 

【表示事項】 

１ 利用権方式 

２ 建物賃貸借方式 

３ 終身建物賃貸借方式 

利用料金の支払い方式 

【表示事項】  

１ 全額前払い方式 

２ 一部前払い・一部月払い方式 

３ 月払い方式 

４ 選択方式 

※該当する方式を全て

選択 

１ 全額前払い方式 

２ 一部前払い・一部月払い方式 

３ 月払い方式 

年齢に応じた金額設定 
１ あり  ２  なし 

要介護状態に応じた金額

設定 
１ あり  ２  なし 

入院等による不在時にお

ける利用料金（月払い）の

取扱い 

１ 減額なし 

２ 日割り計算で減額 

３ 不在期間が  日以上の場合に限り、日割り計算で減額 

利 用 料

金 の 改

定 

条件 

家賃は、租税その他の負担の増減、諸物価の上昇その他の経済事

情の変動、近隣比較等から不相当となった場合 

介護保険対象外費用は、施設が所在する自治体が発表する消

費者物価 
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指数及び人件費等を勘案し改定する 

手続き  

入居者が支払うべき費用を改定する場合は、あらかじめ事業者

は入居者及び身元保証人等に通知します。 

事業者は、厚生労働省の定める介護保険法上の介護報酬単価及

び、所在 

地域の地域区分基準等、介護保険の基準が変更される場合には、

それに 

応じて介護保険給付費を変更します。また、消費税率が改定され

る場合 

においては課税対象項目の金額を変更します。  

 

（利用料金のプラン【代表的なプランを２例】）  

 プラン１ プラン２ 

入居者の状

況 

要介護度 2 3 

年齢 88 歳 87 歳 

居室の状況 床面積 19.25 ㎡ 18.56 ㎡ 

便所 
１ 有  ２ 無 １ 有  ２ 無 

浴室 
１ 有  ２ 無 １ 有  ２ 無 

台所 
１ 有  ２ 無 １ 有  ２ 無 

入居時点で

必要な費用 

前払金 0 円 0 円 

敷金 162,000 円 160,000 円 

月額費用の合計 257,887 円+電気代金 259,363 円+電気代金 

 家賃 81,000 円 80,000 円 

 

サ
ー
ビ
ス
費
用 

特定施設入居者生活介護※ １  

の費用 

24,147 円 26,623 円 

 介
護
保
険
外
※

２ 

食費+おやつ代 68,790 円 68,790 円 

 介護費用 0 円 0 円 

 共益費 35,000 円 35,000 円 

 運営費 40,700 円 40,700 円 

 管理費 8,250 円 8,250 円 

 光熱水費（電気料金） 居室の電気代のみ実費 居室の電気代のみ実費 

※１ 介護予防・地域密着型の場合を含む。  

※２ 有料老人ホーム事業として受領する費用（訪問介護などの介護保険サービスに関

わる介護費用は、同一法人によって提供される介護サービスであっても、本欄には記

入していない）  

（注）入居者がテレビを設置する場合は、入居者が NHK と個別に契約し、放送受信料を負

担する必要がある。 

 

（利用料金の算定根拠）  

費目 算定根拠 

家賃 建物の賃借料、設備備品費、借入利息、等を基礎として、

１室あたりの家賃を算出した。 

敷金 160,000～162,000 円（家賃２ヶ月分） 

介護費用 特定施設入居者生活介護に基づく費用（上乗せサービス

除く）※介護保険サービスの自己負担額は含まない。 

共益費 共同スペース等に係る維持管理・修繕費。 

運営費 介護保険基準よりも手厚い職員配置の為の費用 

共同生活に必要な消耗品・日用品の常備の為の費用 

管理費 居室の電気使用料を除く、光熱水費。施設共用の備品の
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維持費。共同スペースの清掃費用。 

食費 給食委託費、食材料費、厨房設備・備品の維持費 

光熱水費 実費相当 

利用者の個別的な選択による

サービス利用料 

別添２ 

その他のサービス利用料 別添２ 

 

（特定施設入居者生活介護に関する利用料金の算定根拠）  

※特定施設入居者生活介護等の提供を行っていない場合は省略可能 

費目 算定根拠 

特定施設入居者生活介護 ※ に対

する自己負担 

介護保険制度に基づく要介護度・負担割合に応じた自己

負担額を請求します。  

特定施設入居者生活介護 ※ にお

ける人員配置が手厚い場合の介

護サービス（上乗せサービス） 

常勤職員 3 名を増員する。 

※ 介護予防・地域密着型の場合を含む。 

 

（前払金の受領）※前払金を受領していない場合は省略可能 

算定根拠  

想定居住期間（償却年月数） ヶ月 

償却の開始日 入居日 

想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて

受領する額（初期償却額） 
円 

初期償却率 ％ 

返還金の

算定方法 

入居後３月以内の契約終了  

入居後３月を超えた契約終了  

前払金の

保全先 

１ 連帯保証を行う銀行等の名称  

２ 信託契約を行う信託会社等の名称  

３ 保証保険を行う保険会社の名称  

４ 全国有料老人ホーム協会 

５ その他（名称：               ） 

 

７．入居者の状況【冒頭に記した記入日現在】  

（入居者の人数）  

性別 男性 5 人 

女性 35 人 

年齢別 65 歳未満 0 人 

65 歳以上 75 歳未満 0 人 

75 歳以上 85 歳未満 5 人 

85 歳以上 35 人 

要介護度別 自立 0 人 

要支援１ 0 人 

要支援２ 0 人 

要介護１ 6 人 

要介護２ 13 人 

要介護３ 10 人 

要介護４ 9 人 

要介護５ 2 人 
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入居期間別 ６ヶ月未満 4 人 

６ヶ月以上１年未満 4 人 

１年以上５年未満 20 人 

５年以上 10 年未満 12 人 

10 年以上 15 年未満 0 人 

15 年以上 0 人 

 

（入居者の属性）  

平均年齢 92 歳 

入居者数の合計 40 人 

入居率※  100％ 

※ 入居者数の合計を入居定員数で除して得られた割合。一時的に不在となっている者も

入居者に含む。 

 

（前年度における退去者の状況）  

退去先別の人数 自宅等 1 人 

社会福祉施設 2 人 

医療機関 0 人 

死亡 6 人 

その他 0 人 

生前解約の状況 施設側の申し出 0 人 

（解約事由の例） 

入居者側の申し出 9 人 

（解約事由の例） 

 

８．苦情・事故等に関する体制  

（利用者からの苦情に対応する窓口等の状況）  

窓口の名称 洛和ホームライフみささぎ 

電話番号 075-582-8522 

対応 し てい る

時間 

平日 8：30～17：15 

土曜 8：30～17：15 

日曜・祝日 8：30～17：15 

定休日 無し 

 

窓 口 の 名 称 洛和会ヘルスケアシステム介護事業部 ご意見受付窓口 

電 話 番 号 075-593-4078 

対応している

時間 

平 日 8：30～17：15 

土 曜 8：30～17：15 

日 曜 ・ 祝 日 対応しておりません。 

定 休 日 日曜・祝日 

 

窓 口 の 名 称 京都府国民健康保険団体連合会 

電 話 番 号 075-354-9090 

対応している

時間 

平 日 9：00～17：00 

土 曜 対応しておりません。 

日 曜 ・ 祝 日 対応しておりません。 

定 休 日 土曜・日曜・祝日 
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窓 口 の 名 称 京都市山科区役所 保健福祉センター健康長寿推進課 

電 話 番 号 075-592-3290 

対応している

時間 

平 日 8：30～17：00 

土 曜 対応しておりません。 

日 曜 ・ 祝 日 対応しておりません。 

定 休 日 土曜・日曜・祝日 

 

（サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応）  

損害賠償責任保険の加入状況 
１ あり 

（その内容） 

保険会社名 あいおいニッセイ同和損害保険  

保 険 名 介護・社会福祉事業者総合保険  

補 償 の 概 要  業 務 遂 行 中 ま た は 遂 行 の 結 果 あ る い

は、施設の所有・使用もしくは管理に

起因する法律上の損害賠償責任  

      施設入居者がケガをした際の見舞金  

（急激かつ偶然・外来の事故）  

２ なし 

介 護 サ ー ビ ス の 提 供 に よ り

賠 償 す べ き 事 故 が 発 生 し た

と き の 対 応  

１ あり 
（その内容） 

入居者に対する本件サービスの提供により事故が発

生した場合は、市町村、入居者の家族等に連絡を行

うとともに、必要な措置を講じます。  

また、入居者に対する本件サービスの提供により賠

償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やか

に行います。  

２ なし 

事故対応及びその予防のため

の指針 
１ あり   ２ なし 

 

 

（利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等）  

利用者アンケート調査、

意見箱等利用者の意見

等を把握する取組の状

況 

１ あり 

実施日 年 1 回 

結果の開示 
１ あり     ２ なし 

２ なし 

第三者による評価の実

施状況 

１ あり 

実施日  

評価機関名

称 

 

結果の開示 １ あり     ２ なし 

２ なし 

 

９．入居希望者への事前の情報開示  

入居契約書の雛形 
１ 入居希望者に公開 

２ 入居希望者に交付 

３ 公開していない 

管理規程 
１ 入居希望者に公開 

２ 入居希望者に交付 

３ 公開していない 

事業収支計画書 １ 入居希望者に公開 

２ 入居希望者に交付 
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３ 公開していない 

財務諸表の要旨 １ 入居希望者に公開 

２ 入居希望者に交付 

３ 公開していない 

財務諸表の原本 １ 入居希望者に公開 

２ 入居希望者に交付 

３ 公開していない 

 

10．その他   

運営懇談会 
１ あり  

（開催頻度）年 1 回及び随時開催 

２ なし 

 １  代 替 措 置 あ

り 

（内容） 

２ 代替措置なし 

高齢者虐待防止のための取組

の状況 

虐待防止対策検討委員会の定期

的な開催 
１ あり   ２ なし 

指針の整備 
１ あり   ２ なし 

定期的な研修の実施 
１ あり   ２ なし 

担当者の配置 
１ あり   ２ なし 

身体的拘束等の適正化のため

の取組の状況 

身体的拘束等適正化検討委員会

の開催 
１ あり   ２ なし 

指針の整備 
１ あり   ２ なし 

定期的な研修の実施 
１ あり   ２ なし 

緊急やむを得ない場合に行う身体的拘束その他の入居

者の行動を制限する行為（身体的拘束等）を行うこと 

１ 

あ

り 

身 体的 拘 束 等 を行 う 場 合

の態様及び時間、入居者の

状 況並 び に 緊 急や む を 得

ない場合の理由の記録 

１ あり   ２  なし 

２ なし 

業務継続計画の策定状況等 感染症に関する業務継続計画 
１ あり   ２ なし 

災害に関する業務継続計画 
１ あり   ２ なし 

職員に対する周知の実施 
１ あり   ２ なし 

定期的な研修の実施 
１ あり   ２ なし 

定期的な訓練の実施 
１ あり   ２ なし 



18 

 

定期的な業務継続計画の見直し 
１ あり   ２ なし 

提携ホームへの移行 

【表示事項】  

１ あり（提携ホーム名：      ）    

２  なし 

有料老人ホーム設置時の老人

福祉法第 29 条第１項に規定す

る届出 

１ あり  ２ なし  

３ サービス付き高齢者向け住宅の登録を行っている

ため、高齢者の居住の安定確保に関する法律第 23

条の規定により、届出が不要 

高齢者の居住の安定確保に関

する法律第５条第１項に規定

するサービス付き高齢者向け

住宅の登録  

１ あり  ２ なし 

有料老人ホーム設置運営指導

指針「５ .規模及び構造設備」に

合致しない事項  

１ あり  ２  なし 

 合致しない事項がある場合

の内容 

 

「６.既存建築物等の活用の

場合等の特例」への適合性 

１ 適合している（代替措置） 

２ 適合している（将来の改善計画） 

３ 適合していない 

有料老人ホーム設置運営指導

指針の不適合事項  

 

 不適合事項がある場合の内

容 

 

 

添付書類：別添１（別に実施する介護サービス一覧表） 

     別添２（個別選択による介護サービス一覧表） 
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（洛和ホームライフみささぎ：書式） 
 

 
 
 
 
 
 
 

洛和ホームライフみささぎ 

特定施設入居者生活介護 

重要事項説明書 
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※ 本書記載の内容は 2025 年 4 月 1 日時点の料金、消費税率及び介護保険給付費に基づいていま

す。 

 

重 要 事 項 説 明 書 
 

あなた（又はあなたの家族）が利用しようと考えている洛和ホームライフみささぎにつ

いて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を説明いたします。わからない

こと、わかりにくいことがあれば遠慮なく質問をしてください。 
※本文中の「事業者の提供する介護その他の生活支援サービス（入居者の要介護認定が「要支援 1

～要介護 5」の場合、指定特定施設入居者生活介護サービスの場合にあっては、）を総称して「本

件サービス」といいます。 

 

１ 介護付有料老人ホームを提供する事業者 

事業主体の名称 医療法人社団 洛和会 

事業主体の代表

者の氏名及び職

名 

理事長  矢野 裕典 

事業主体（法人）

の主たる事務所

の所在地（連絡

先及び電話番号

等） 

 

事業主体（法人）の主

たる事務所の所在地 

〒604-8405 

京都府京都市中京区西ノ京車坂町 9 番地 

電 話 番 号 075-593-4078 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 075-593-4088 

ホームページアドレ

ス 

あり：http:// www.rakuwa.or.jp/ 

なし 

事業主体の設立 

年月日 
昭和 48 年 7 月 2 日 

 

２ 入居者に対してのサービス提供を実施する事業所について 
(1)事業所の所在地 

事 業 所 名 称 洛和ホームライフみささぎ 

介 護 保 険 指 定 

事 業 所 番 号 
2674101320 

事 業 所 所 在 地 
〒607-8425 

京都府京都市山科区御陵上御廟野町 5-1 

電 話 番 号 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 

075-582-8522 

075-502-4044 

利 用 定 員 40 名 

施 設 の 開 設 日 平成 28 年 7 月 1 日 

施設までの主な 

利 用 交 通 手 段 
京都市営地下鉄 御陵駅より徒歩 5 分 

施設の類型及び 

表 示 事 項 

介護付有料老人ホーム 

特定施設入居者生活介護 介護予防特定施設入居者生活介護 

※その他施設設備等については、ページ 3～4 の３．建物概要 を参照ください。 

 

(2)厚生労働省の定める表示事項 

種  類 
介護付き有料老人ホーム（特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生

活介護） 
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一般型特定施設入居者生活介護とは、介護保険法で定められた特定施設入居

者生活介護の一つで、指定を受けた有料老人ホームやケアハウスが介護・看

護スタッフを雇用し、ホームのスタッフによって行われる、入浴、排泄、食

事等の介護等の日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世話のことを言いま

す。要介護高齢者 3 名に対して 1 人以上の介護看護スタッフによって、介護

サービスが提供されます。 

居住の権利形態 

建物賃貸借方式 

介護・生活支援サービス契約は別途契約します。 

利用料の支払い

方式 

月払い方式 

当月のご利用実績に基づいて翌月請求いたします。 

入 居 時 の 用 件 入居時 60 歳以上の方、もしくは要支援・要介護認定を受けている方 

介 護 保 険 京都市指定介護保険特定施設（平成 28 年 7 月 1 日～） 

介 護 居 室 区 分 全室個室 

一般型特定施設

である有料老人

ホームの介護に

関わる職員体制 

2．5：1 以上 

看護・介護職員の配置人数です。介護保険給付のための基準人数より手厚い

配置人数です。洛和ホームライフみささぎでは生活相談員、機能訓練指導員

も配置いたします。 

１ サービスの内容 

居 室 の 利 用 定められた居室および各種共有スペースの提供 

日 常 生 活 支 援 
居室および共用部分の清掃・整理・ごみの処理、シーツ、枕カバーの交換な

どの日常生活の支援 

食 事 の 提 供 1 日 3 食とおやつの提供 

介  護 入浴・排泄・食事・移動・着脱衣・洗面等の介助、その他必要な見守り 

健 康 管 理 日常の健康管理。通院援助。 

機 能 訓 練 生活機能訓練の実施 

口 腔 衛 生 管 理 
入居者の口腔の健康の保持、自立した日常生活、状態に応じた口腔衛生の管

理 

 サービスの内容は、計画作成担当者が個別に作成する「特定施設サービス計画書」に沿って

提供致します。 

2  職員体制 

職 員 の 配 置 
洛和ホームライフみささぎでは、介護保険給付基準を満たす、要介護者 2.5

名に対して常勤換算で 1 名以上の職員を配置します。（週 38.75 時間換算） 

３ 利用状況 

利 用 状 況 
現在ご入居中の入居者の人数および性別、年齢、要介護度別の内訳につきま

しては、ページ 12～13 の７．入居者の状況 をご参照ください。 

４ 入居者の条件 

入 居 者 の 条 件 

1 規定の利用料の支払いが可能な者 

2 自立の方、公的な介護保険に加入し、要支援・要介護認定を受けている者 

3 身元保証人を定められる者 

4 洛和ホームライフみささぎの各契約書・運営規定等をご承認いただき円滑

に共同生活が営める者 

5 中心静脈栄養管理は不可、その他の療養管理については応相談。 
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入 居 判 定 会 議 

お申し込みをいただいた方に対して、洛和ホームライフみささぎの職員（相

談員・看護師など有資格者）が面接にお伺いいたします。申込書、面接記録

に基づいて入居判定会議を開催し、入居を決定致します。 

５ 身元保証人 

保証人の責務 

1 入居者は、契約時に身元保証人を 2 名定めます。 

2 本契約に基づく入居者の事業者に対する一切の債務につき、入居者と連 

帯して履行の責任を負う 

3 入居者が病気・死亡等の場合に、事業者からの連絡、相談等に応じ、適切

な対応を行うものとします。 

4 本契約が解約・解除その他の事由により終了した場合は、責任をもって入

居者の身柄を引き受けるものとします。 

5 本物件の明け渡しについては連帯して責任を負うものとします。  

6 身元保証人が保証する極度額を「各」600,000 円とします。 

7 本契約締結時の住所又は電話番号を変更したときは直ちにその旨を、書

面をもって事業者に届けるものとします。 

8 計画書作成に際しての協力（入居者ご本人が同意の意思表示を出来ない

場合の代行など） 

9 入居者の疾病治療内容の意思決定及び、入院等に関する手配、協力など 

６ 体験利用 

料  金 1 泊 2 日 7,700 円（3 食付）（ＰＭ2 時～翌日ＰＭ2 時） 

上記金額には食費、水光熱費、介護サービス費が含まれています。 

原則、7 泊 8 日までのご利用が可能です（1 回/3 泊以上のご利用にて入浴サービス提供させていただき

ます）。 

送迎サービスは原則提供しておりませんが、送迎を希望される場合はご相談ください。 

７ 敷金 

内  容 160,000～162,000 円（家賃 2 ヶ月分） 

 

 

(3)事業の目的及び運営の方針 

事 業 の 目 的 

医療法人社団洛和会が、開設する洛和ホームライフみささぎ（以下「施設」

という。）が行う指定特定施設入居者生活介護の事業の適正な運営を確保す

るために人員及び管理運営に関する事項を定め、施設の職員が、要介護状

態にある高齢者に対し、適正な特定施設入居者生活介護を提供することを

目的とする。 

運 営 の 方 針 

（１）入居者が、計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常

生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、その有する

能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助を行います。 

（２）入居者の意思及び人格を尊重し、心身の状況に応じた自主的且つ意

欲的な日常生活が送れるよう援助を行います。 

（３）関係市町村、地域の医療、保健、福祉サービス機関、地域包括支援セ

ンター、地域住民との連携に努め、協力と理解のもとに適切な運営を図り

ます。 

 

 (4)事業所の職員体制 

職 種 職 務 内 容 

管 理 者 

管理者は、従業者による業務実施状況の把握その他、業務の管理を一元的

に行うとともに、法令等において規定される本件サービスの実施に関し、

事業所の従業者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行います。 

計画作成担当者 

計画作成担当者は、入居者又は家族の希望、入居者について把握された解

決すべき課題に基づき、他の従業者と協議の上、サービスの目標、サービ

スの内容等を盛り込んだサービス計画を作成します。 
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生 活 相 談 員 
生活相談員は、入居者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとと

もに、入居者の社会生活に必要な支援を行います。 

看 護 職 員 
看護職員は、常に入居者の健康状態に注意するとともに、健康保持のため

の適切な措置を講じます。 

介 護 職 員 
介護職員は、入居者の心身の状況に応じ、入居者の自立と日常生活の充実

に資するよう、適切な技術をもって必要な援助を行います。 

機能訓練指導員 
機能訓練指導員は、入居者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止す

るための訓練を行います。 

そ の 他 必要な人員を配置します。 

※ 職員の人数等詳細については、ページ 7～9 の５．職員体制 をご参照ください。 

 

３ 提供するサービス内容について 
具体的なサービス内容については、個別の「特定施設サービス計画書」にて定めるものとしま

す。 

（参照：別添 2 有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅が提供するサービスの一覧表） 

サー ビス 区分 と種類 内 容 

特定 施設 サー ビス計

画書の作成 

 

1 入居者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に

応じて具体的なサービス内容を定めた計画書を作成します。 

2 計画書の作成に当たっては、その内容について入居者又はその家族

に対して説明し、入居者の同意を得ます。 

3 計画書の内容について、入居者の同意を得たときは、計画書を入居

者に交付します。 

4 入居者ごとに、計画書に従ったサービスの実施状況及び目標の達成

状況の記録を行います。 

食 事 

入居者ごとの栄養状態を定期的に把握し、個々の入居者の栄養状態に

応じた栄養管理を行い、摂食・嚥下機能その他の入居者の身体状況に

配慮した適切な食事を提供します。 

入 浴 
個々の入居者の状態に合わせ適切な方法で、羞恥心に配慮しつつ、入

浴または清拭を週 2 回程度行います。 

排 せ つ 
入居者の状態を把握し、個々の入居者の状態に応じた方法で、羞恥心

に配慮しつつ、必要に応じ援助します。 

離床、着替え、整容等

の日 常生 活上 の世話 

1 寝たきり防止のため出来る限り離床に配慮します。 

2 生活リズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう援助します。 

3 個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行われるよう援助をしま

す。 

機 能 訓 練 
機能訓練指導員により入居者の状況に適した機能訓練を行い、身体機

能の低下防止に努めます。 

健 康 管 理 

1 看護職員により入居者の状況を観察し記録します。また主治医の指

示に基づき薬の準備及び処置を行います。 

2 外部の医療機関に通院する場合は、その介助について出来る限り配

慮します。 

レク リエ ーシ ョン等 
当事業所では、季節行事や外出行事、中・小規模のサークルイベント

など企画し提供していきます。 

相 談 及 び 援 助 入居者とその家族からの相談に応じます。 

口 腔 衛 生 の 管 理 
入居者の口腔の健康の保持、自立した日常生活、状態に応じた口腔衛

生の管理を行います。 

※当ホーム従業者の禁止行為 

従業者はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。 

医療行為（ただし、看護職員、機能訓練指導員が行う診療の補助行為を除きます。） 

入居者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 

入居者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 

身体拘束その他入居者の行動を制限する行為（入居者又は第三者等の生命や身体を保護するた
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め緊急やむを得ない場合を除きます。） 

その他入居者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為 

 

４ 利用料について 
(1)入居時の費用 

敷 金 160,000～162,000 円（家賃 2 ヶ月分） 

 

(2)月額施設利用料 

①家賃 

（非課税） 

居室の家賃額（月額支払型契約） 

＊入退居時は日割りにてお支払いいただきます。 

②共益費 

（非課税） 

営繕作業費・保守点検費・共用部分の光熱費及び上下水道費用・その他維持

管理費用 

＊入退居時は日割りにてお支払いいただきます。 

③運営費 

（消費税課税） 

1 介護職員人員配置増加人件費（利用者：介護看護職員＝2.5：１） 

＊不在時および入退居時は日割りにてお支払いいただきます。 

④管理費 1 

（消費税課税） 

1 共同生活に必要な水光熱費（居室以外の共用部分） 

2 共用備品・設備償却費（各種備品・家電・設備等） 

3 共同スペースの清掃費用等 

＊不在時および入退居時は日割りにてお支払いいただきます。 

⑤管理費 2 

（消費税課税） 

生活支援費（入居者が自立の場合、介護保険給付費に代えて、自立支援費用

のお支払いいただきます。） 

⑥食費 

（消費税課税） 

食材費、厨房運営費、栄養管理に係わる費用 

＊１食ごとにお支払いいただきます。 

 

(3)介護費用 

介護保険給付費 

（非課税） 

・介護保険給付費および入居者の自己負担 

要介護認定を受けられている方は、その認定結果に応じて、介護保険「特

定施設入居者生活介護」の介護給付を受けることができます。介護保険

給付費には、基本サービス費の他に要介護度に応じて各加算が含まれま

す。介護保険給付費のうち介護保険負担割合証に記載された割合を乗じ

た額が入居者の自己負担となります。 

・日額積算 

介護保険給付費は、介護保険法令の規定により、「日額」を基準として給

付されます（医療機関連携加算は「月額」を基準とします）。毎月の費用

請求は、月の「日額積算」となりますので、30 日の月と 31 日の月では、

請求金額が変わってきます。 

・介護保険給付費の変更 

介護保険給付費は、厚生労働省が告示する介護保険給付基準が変更され

る場合には、それに従って変更されます。 

・端数計算の扱い 

介護保険給付費の計算は、厚生労働省告示の基準に従い、１円未満（小

数点以下）を切り捨てて計算しています。 

※詳細は 別添 4（イ）（ロ）（ハ） をご参照下さい。 

 

(4)その他の費用及び料金に関連する内容 ※詳細は別添 4 をご参照下さい。 

「有料サービス」と

支 払 方 法 

利用料に含まれない有料サービスを別途設定しています。有料サービス

は、利用した月の請求時にあわせて請求します。 

日常生活に関わる

費 用 の 負 担 区 分 

・入居者は、医療費、紙おむつ等の介護消耗品、化粧品、衣類、クリー

ニング、理容・美容、嗜好品等、専ら入居者の個人的利用、使用に係る

費用を負担します。 

・入居者が、当ホームまたはその設備、備品等を汚損または毀損、滅失、

その他原状を変更した場合には、入居者の選択により、直ちに自己の費

用により原状に復するか、またはその対価を支払い、損害を賠償してい
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ただきます。 

・ホームの利用に付随して生ずる「日常生活に関わる費用」は、その内

容・性格により、利用料に含まれるものと含まれないものに区分してい

ます。 

消 費 税 

介護保険給付費及び家賃相当額は消費税非課税です。 

消費税率が改定になった場合は、改定の内容及び法令等の定めにしたが

い、課税対象項目の金額を変更します。 

医 療 費 控 除 
国税庁からの通達に基づき、洛和ホームライフみささぎの利用料は、確

定申告時の医療費控除の対象とはなりません。 

領 収 書 の 再 発 行 

領収書は原則として再発行しないものとします。但し、サービス利用の

支払いに対する領収書紛失等の理由により、入居者又は入居者代理人か

ら領収証明書の発行依頼があった場合には、領収証明書を発行するもの

とします。なお、発行に際しては、文書料として、一通につき金 1,650

円（税込）を申し受けます。 

 

5 料金改定の手続き 
(1)事業者は、月払い利用料等入居者が支払うべき費用を改定することがあります。 

(2)事業者は、前項の費用の改定にあたっては、施設が所在する自治体が発表する消費者物価指

数及び人件費等を勘案し、改定するものとします。 

(3)入居者が支払うべき費用を改定する場合は、事業者は、予め入居者及び身元保証人等に通知

します。 

(4)事業者は、厚生労働省の定める介護保険法上の特定施設入居者生活介護の介護報酬単価及

び、所在地域の地域区分基準等、介護保険の基準が変更される場合には、それに応じて介護保

険給付費を変更します。また、消費税率が改定される場合においては課税対象項目の金額を変

更します。 

 

6 利用料等の請求及び支払い方法について 

利用料、入居者負担額（介護

保険を適用する場合）、その

他の費用の請求方法等 

利用料入居者負担額（介護保険を適用する場合）及びその他の

費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額

により請求します。 

上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月中頃まで

に送付します。 

利用料、入居者負担額（介護

保険を適用する場合）、その

他の費用の支払い方法等 

 

請求内容をご確認のうえ、口座引落の場合は、27 日迄、振込で

の支払いは末日迄に、下記のいずれかの方法によりお支払い下

さい。 

（ア） 事業者指定口座への振り込み 

振り込み手数料につきましては、ご負担頂きますようお願い致

します。 

(イ)株式会社ＨＬＣからの自動振替 

お支払いを確認しましたら、支払い方法の如何によらず、領収

書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。 

振込みの場合： 

貸主指定の振込み先 

金融機関名 

(料金徴収等事務代行業者 

の口座) 

口  座  京都銀行（0158） 本店営業部（101） 

 種  類  普通 

 口座番号  5120817 

 口座名義  株式会社 ＨＬＣ 代表取締役 勝部章人 

         カ）エイチエルシー 

利用料、入居者負担額（介護保険を適用する場合）及びその他の費用の支払いについて、正当

な理由なく、支払い期日から 2 月以上遅延し、滞納額を支払うよう催告したにもかかわらず、

直ちに支払いが無い場合には、事業者は 30 日の予告期間をおいて文書で通知する事により契

約解除が可能とする。 
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7 費用の計算等について 
(1)計算基準 

時 期 請 求 項 目 計 算 基 準 

利 用 開 始 月 

月 額 施 設 利 用 料 

利用日数の日額積算にて算定します。 

利用開始日が月初 1 日の場合は規定

の｢月額料金｣となります。 

介 護 費 用 

利用日数の日額積算にて算定します。

（加算によっては、月単位で当該加算

を積算する場合があります。） 

通 常 月 

月 額 施 設 利 用 料 月額料金にて算定します。 

介 護 費 用 

利用日数の日額積算にて算定します。

（加算によっては、月単位で当該加算

を積算する場合があります。） 

契 約 終 了 月 

月 額 施 設 利 用 料 

利用日数の日額積算にて算定します。 

利用終了日が月末の場合は規定の｢月

額料金｣となります。 

介 護 費 用 

利用日数の日額積算にて算定します。

（加算によっては、月単位で当該加算

を積算する場合があります。） 

※月途中に利用契約が開始もしくは終了した月においては、30 で除した日割り計算にて算出し

ます。 

 

⑵食事のキャンセル（欠食）について 

①   前日の 16:00 までにご連絡いただいた場合、料金は発生しません。それ以降に申し出ら

れた場合は通常通りの料金を徴収します。 ※ただし緊急やむを得ない場合を除きます。 

② キャンセルは 1 食単位で行えます。 

 

⑶不在時について 

・「不在期間」は「外出初日とホームに戻った日を除いた実質不在日」を基準に計算します。 

例）1/1～1/6（5 泊 6 日）外泊の場合⇒不在期間：4 日 

運 営 費 ・ 管 理 費 不在期間を除く日割り計算となります。 

食 費 欠食と同様の対応となります。 

介 護 保 険 給 付 費 不在期間を除く日割り計算となります。 

家 賃 ・ 共 益 費 不在期間に関係なく継続してお支払いいただきます。 

 

8 契約の終了 
(1)契約の終了 

次のいずれかに該当する場合に契約は終了するものとします。 

  ① 入居者が死亡したとき。 

  ② 事業者が次項（2）に基づき解除を勧告し、予告期間が満了したとき 

  ③ 入居者が次項（3）に基づき解約を行ったとき 

  ④ 要介護認定によって「要支援」「非該当」と判定された場合、又は要介護認定の更新を行

わなかった場合 

(2)事業者からの契約解除 

１ 事業者は、入居者が次の各号のいずれかに該当し、契約を将来にわたって維持することが

社会通念上著しく困難と認められる場合に、契約を解除することがあります。 

① 入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居した時。 

② 利用料の支払いを 2 ヶ月以上滞納し、事業者が利用者に対して滞納額を支払うように

催告したにも関わらず、直ちに利用料の全額の支払いをしない場合、事業者は３０日

の予告期間をおいて文書で通知する事により契約解除が可能とする。 

③ 入居者の行動が本人又は他の入居者あるいは施設従業員の身体または生命に危害を及ぼ

すおそれがあり、かつ施設における通常の接遇方法でこれを防止する事ができない時。 
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④ 入居者が診療所や病院に入院し、3 ヶ月を超える期間治療等が必要となったとき又は見込

まれる等、本施設において入居者に対する本件サービスの提供が困難であると合理的に判

断される時。但し、入居者の合意を得るものとする。 

⑤ 本施設を不在にする期間が連続して 3 ヶ月を超え、本施設への復帰が困難、あるいは入居

者に復帰の意思がないと判断される時。 

⑥ 天災、法令の改変、その他やむを得ない事情により、本施設を閉鎖または縮小する時。 

⑦ 入居者、身元保証人及び入居者の家族その他の関係者が事業所またはその従業員に対して、

本契約を継続し難いほどの背信行為を行った時。 

⑧ 特定施設入居者生活介護サービス利用契約書の第 7 条に規定する入居者又はその家族等

の義務に違反する行為をおこない、事業者の指摘や注意に対して改善がみられない場合。 

２ 前項の規定に基づく契約の解除の場合、事業者は次の各号に掲げる手続きを書面で行いま

す。  

  ① 契約解除について 30 日以上の予告期間をおく 

②  前号の通告に先立って入居者又は身元保証人等に弁明の機会を設ける 

③  解除勧告の予告期間中に入居者の移転先の有無について確認し、移転先がない場合には入

居者や身元保証人等と協議し、移転先の確保に協力する。 

３ 本条１項③及び④によって契約を解除する場合は、事業者は前項のほか、書面にて次の手続

きを行います。 

  ① 医師の意見を聴く 

  ② 一定の観察期間をおく 

 

(3)入居者からの契約解除 

１ 入居者は、事業者に対して 30 日前に解除の申し入れを行うことにより本契約を解除する

ことができます。解約の申し入れは事業者の定める解約届を事業者に届け出るものとします。  

２ 入居者が前項の解約届を提出せず居室を退居した場合、事業者が退居の事実を知った日の

翌日から起算して 30 日目をもって、本契約は解除されたものとします。 

 

9 サービスの提供にあたって詳細 
(1)サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格、要介護

認定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認させていただきます。被保険者の住所などに変

更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。 

(2)入居者が要介護認定を受けていない場合で、要介護認定が必要な場合は、入居者の意思を踏

まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申

請が、遅くとも入居者が受けている要介護認定の有効期間が終了する 30 日前にはなされるよ

う、必要な援助を行うものとします。 

(3)介護サービス等の提供に際して、事業所は、特定施設サービス計画書の原案を作成し、その

内容を入居者に説明し、同意を得ます。 

、特定施設サービス計画書の作成後においても、その実施状況の把握を行い、特定施設サービ

ス計画書の変更を行うことが必要と判断したときは、その内容を入居者に説明し、同意の上で

変更をします。 

⑷サービス提供は特定施設サービス計画書に基づいて行います。 

 

10 虐待の防止について 
事業者は、入居者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講

じます。 

虐待防止に関する責任者を選定しています。 

 

虐待防止に関する責任者 管理者  松浦 大喜 

 

成年後見制度の利用を支援します。苦情解決体制を整備しています。 

(1)従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

(2)サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）

による虐待を受けたと思われる入居者を発見した場合は、速やかに、これを京都市に通報しま
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す。 

 

11 身体拘束について 
事業者は、原則として入居者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれが

ある場合など、入居者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるとき

は、入居者またはその家族・後見人等に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意

して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。 

（1） 緊急性･････直ちに身体拘束を行わなければ、入居者本人または他人の生命・身体に危険 

      が及ぶことが考えられる場合に限ります。 

（2） 非代替性･･･身体拘束以外に、入居者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶこ 

      とを防止することができない場合に限ります。 

（3） 一時性･････入居者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場 

      合は、直ちに身体拘束を解きます。 

やむを得ず身体拘束を行った場合は、その日時、理由及び態様等についての記録を行います。 

また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 

 

12 秘密の保持と個人情報の保護について 

入居者及びその家族に関

する秘密の保持について 

 

事業者及び従業者は、サービス提供をする上で知り得た入居者及

びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 

また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した

後においても継続します。 

個人情報の保護について 

事業者は、入居者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担

当者会議等において、入居者の個人情報を用いません。また、入

居者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限

り、サービス担当者会議等で入居者の家族の個人情報を用いませ

ん。 

 

13 医療連携及び緊急時の対応方法について 
受診の際の利用料は、洛和ホームライフみささぎの利用料には含まれません。別途、入居者の

ご負担となります。 

協 力 医 療 機 関 に つ い て 

医療機関と提携し、日常の健康管理等を行っています。 

医師が施設に定期的に訪問し、受診希望の方への診察を行うほ

か、入居者の健康管理上の助言・指導を施設職員に対して行いま

す。また、入居者に体調変化等が生じた際には、可能な範囲にて、

医師が必要な助言・指示等を行います。 

協力医療機関の詳細については、6 ページ（医療連携の内容）を

参照ください。 

緊 急 対 応 

疾病・負傷等により治療が必要となった場合は、緊急対応マニュ

アルに沿って対応いたします。 

入院治療を必要とする場合は、利用者の意思を確認し、身元保証

人の同意を得て、医師の判断、指示により近隣病院への入院に協

力致します。 

※医療費は入居者の負担となります 

※入院期間における利用料の取扱いは、不在時の取扱いに準じま

す。 

そ の 他 

医師は常駐していません。 

看護職員は専門有資格者（看護師・准看護師）ですが、法規上、

診療行為や医師の指示のない診療補助業務を行うことはできま

せん。 

看護職員が行うのは日常の「健康管理」です。専門知識・経験を

活かして、入居者の心身状況の把握や協力医療機関との連携をと

ります。 
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14 事故発生時の対応方法について 
⑴サービスの提供により事故が発生した場合は、利用者の家族に連絡するとともに、必要な対

応を行います。 

⑵発生した事故が、事業者が取り決める重大な事故の場合は、京都市、その他市町村に報告し

ます。 

⑶事故原因を追究し、再発防止のための対策を実施します。また、事故発生予防を目的として、

関係する職員に研修を行う等周知します。 

⑷賠償すべき事故が発生した場合は、その損害を賠償します。 

⑸事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

保 険 会 社 名 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

保 険 名 介護・社会福祉事業者総合保険 

補 償 の 概 要 

・業務遂行中または遂行の結果あるいは施設の所有・使用もしくは管理に起因

する法律上の損害賠償責任 

・施設利用者がケガをした際の見舞金 

 

15 サービス提供の記録 
⑴サービス提供に係る記録等は、契約終了の日から５年間保存します。 

⑵入居者およびその家族は，当該利用者のサービス提供の記録等の開示を求めることができま

す。但し、サービス提供の記録等の開示には，別途所定の手続きが必要です。 

 

16 非常災害対策及び業務継続計画の策定等 
⑴事業者は、非常災害等の発生の際には、他の施設などとの連携および協力を行う体制を整え、

事業が継続できるよう努めます。 

⑵事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害に備えるため、避難、救出その他

必要な訓練を年２回行います。 

(3)事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定特定施設入居者生活介

護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計

画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じ

るものとする。 

(4)事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を

定期的に実施するものとする。 

(5）事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行

うものとする。 

 

17 感染症・食中毒予防及び発生時の対策 
事業者は、事業所の感染症・食中毒予防及び発生時の対策として次の措置を講ずるものとす

る。 

① 感染及び食中毒の予防策及び発生時のマニュアルの整備と従業者に対する研修の実施 

② 従業者の健康管理及びサービスを提供するために使用する設備・備品等の衛生管理 

③ 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な対応を行うとともに、

必要に応じ市区町村等が設置する機関の助言、指導を求め対応します。 

④  その他感染・食中毒予防のために必要な措置 

⑤ 国や市町村から通知が発しられた場合は、その通知に従います。また、その旨お知らせ

します。 

 

18 サービス利用に当たっての留意事項 
○職員に対する金品等の心づけはお断りしています。 

 職員がお茶やお菓子、お礼の品物等を受ける事も法人として禁止しております。また、金銭・

貴重品等の管理にご協力をお願いします。 

○施設内で、カメラを使用し撮影する際は一言お伝えください。 

 行事を行っている際等、カメラでの撮影をされる場合に、ご家族以外のご利用者様や職員が

画像に写り込む場合には、プライバシー保護のために職員へお伝えいただき、同意を得てくだ
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さい。ＳＮＳ等で画像を使用する場合も同様にお願いします。 

○施設内では、他のご利用者さまの迷惑になるような行為はお控えください。 

 施設内で、大声を出す、目的もなく歩き回る、ご利用者さまに不必要に声をかけるなど、職

員がお見かけした場合は、お声かけさせていただくこともございますので、ご協力のほどお願

いします。 

○暴言・暴力・ハラスメントは固くお断りします。 

 職員へのハラスメント等により、サービスの中断や契約を解除する場合があります。信頼関

係を築くためにもご協力をお願いします。  

 

19 サービス提供に関する相談、苦情について 
提供した本件サービスに係る、入居者及びその家族等からの相談及び苦情を受け付けるための窓口

を設置します。 

（下表に記す【事業者の窓口】のとおり） 

相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。 

入居者及びその家族等から受けた相談及び苦情は、相談者の心情を汲み取り、その内容、考えられ

る背景について検証し、迅速かつ真摯に対応いたします。 

また事業所窓口以外に、外部機関の相談窓口も利用可能です。 

尚、対応した内容については入居者及びその家族等に対して報告いたします。 

相談及び苦情受付後も不利益とならないように、安心して生活して頂けるよう支援いたします。 

 

苦情申立の窓口 

【事業者の窓口】 

洛和ホームライフみささぎ 

担当  松浦 大喜 

 

所 在 地 京都市山科区御陵上御廟野町 5-1 

電話番号  075-582-8522 

ﾌｧｯｸｽ番号  075-502-4044 

受付時間 8:30～17:15 

【事業者の窓口】 

洛和会ヘルスケアシステム介護事業部  

ご意見受付窓口 

所 在 地 京都市山科区音羽八ノ坪５１－４  

     洛和会本部棟３  F 

電話番号   075-593-4078  

ファックス番号 075-593-4088 

受付時間 8:30～17:15（日・祝年末年始は休み） 

【市町村（保険者）の窓口】 

京都市山科区役所  

保健福祉センター健康長寿推進課 

所 在 地 京都市山科区椥辻池尻町 14-2 

       山科区役所 2 階 

電話番号 075-592-3290 

ﾌｧｯｸｽ番号 075-592-3110 

受付時間 8:30～17:00（土日祝・年末年始は休み） 

【公的団体の窓口】 

京都府国民健康保険団体連合会 

介護保険課介護相談係 

所  在  地  京都市下京区烏丸四条下る水銀屋町

620 番地 COCON 烏丸内 

電話番号 075-354-9090 

ﾌｧｯｸｽ番号 075-354-9055 

受付時間 9:00～17:00（土日祝は休み） 

 

20 暴力団の排除 
施設を運営する法人の役員および施設の管理者その他職員は、暴力団員であってはならず、また、

その運営について暴力団の支配を受けません。 
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別添１ 事業主体が当該都道府県、指定都市、中核市内で実施する他の介護サービス  

介 護 サ ー ビ ス の 種 類 併設・隣

接の状況 

事 業 所 の 名 称 所 在 地 

 ＜居宅サービス＞ 

 訪 問 介 護 あり   なし  隣接  洛 和 ヘ ル パ ー ス テ ー

シ ョ ン 山 科  他 １  

京 都 市 山 科 区 音 羽 草 田 町 4 3 - 1

5  

訪 問 入 浴 介 護 あり   なし  隣接   

訪 問 看 護 あり   なし   隣接  

医 療 法 人 社 団  洛 和

会 訪 問 看 護 ス テ ー シ

ョ ン 2 1  他 5  

京 都 市 山 科 区 音 羽 珍 事 町 1 番

地 1  

訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン あり   なし   隣接  医 療 法 人 社 団  洛 和

会 丸 太 町 病 院  他 ３  

京 都 市 中 京 区 七 本 松 通 丸 太 町 上 ル  

居 宅 療 養 管 理 指 導 あり   なし   
隣接  

医 療 法 人 社 団 洛 和 会

 洛 和 会 音 羽 病 院  

他 ６  

京 都 市 山 科 区 音 羽 珍 事 町 ２  

通 所 介 護 あり   なし   隣接  

洛 和 デ イ セ ン タ ー 四

条 鉾 町  他 3  

京 都 市 下 京 区 仏 光 寺 通 油 小 路

東 入 木 賊 山 町 1 6 5 番 地  

通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン あり   なし   
隣接  洛 和 デ イ セ ン タ ー イ リ オ

ス  

京 都 市 中 京 区 聚 楽 廻 西 町 １ ８

６ 番 地  

短 期 入 所 生 活 介 護 あり   なし   隣接    

短 期 入 所 療 養 介 護 あり   なし   隣接  介 護 老 人 保 健 施 設  洛 和

ヴ ィ ラ ア エ ル  他 1 
京 都 市 山 科 区 小 山 鎮 守 町 2 9 番

1  

特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 あり   なし   隣接  
洛 和 ホ ー ム ラ イ フ 御

所 北  他 4  

京 都 市 上 京 区 新 町 通 上 立 売 上

ル 安 楽 小 路 町 4 1 8 - 1  

福 祉 用 具 貸 与 あり   なし   隣接    

特 定 福 祉 用 具 販 売 あり   なし   隣接    

 ＜地域密着型サービス＞ 

 
 
 
 
 
 
 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 あり   なし   隣接    

夜 間 対 応 型 訪 問 介 護 あり   なし   隣接    

地 域 密 着 型 通 所 介 護 あり   なし   隣接    

認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 あり   なし   隣接    

小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 あり   なし   隣接  洛 和 小 規 模 多 機 能 サ

ー ビ ス 西 院  他 １  

京 都 市 右 京 区 西 院 日 照 町 1 0 3

番 地  

認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 あり   なし   隣接  洛 和 グ ル ー プ ホ ー ム

西 院  他 1 1  

京 都 市 右 京 区 西 院 日 照 町 1 0 3

番 地  

地域密着型特定施設入居者生活介護 あり   なし   隣接    

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活
介 護 

あり   なし   隣接    

看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 あり   なし   隣接  洛 和 看 護 小 規 模 多 機

能 サ ー ビ ス 壬 生 他  

京 都 市 中 京 区 壬 生 東 大 竹 町 ４

４ 番 地 の １  

居 宅 介 護 支 援 あり   なし   隣接  洛 和 会 音 羽 病 院  他 ９  京 都 市 山 科 区 音 羽 珍 事 町 ２ 番

地  

 ＜居宅介護予防サービス＞ 

 介 護 予 防 訪 問 入 浴 介 護 あり   なし   隣接    

介 護 予 防 訪 問 看 護 あり   なし   隣接  

医 療 法 人 社 団  洛 和

会 訪 問 看 護 ス テ ー シ

ョ ン 2 1  他 5  

京 都 市 山 科 区 音 羽 珍 事 町 1 番

地 1  

介 護 予 防 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン あり   なし   隣接  

医 療 法 人 社 団  洛 和

会 丸 太 町 病 院  他 ３  

京 都 市 中 京 区 七 本 松 通 丸 太 町 上 ル  

介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 あり   なし   隣接  

医 療 法 人 社 団 洛 和 会

 洛 和 会 音 羽 病 院  

他 ６  

京 都 市 山 科 区 音 羽 珍 事 町 ２  
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介 護 予 防 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン あり   なし   隣接  洛 和 デ イ セ ン タ ー イ リ オ

ス  他 1 
京 都 市 中 京 区 聚 楽 廻 西 町 １ ８

６ 番 地  

介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 あり   なし   隣接   

 

 

介 護 予 防 短 期 入 所 療 養 介 護 あり   なし   隣接  介 護 老 人 保 健 施 設  洛 和

ヴ ィ ラ ア エ ル  他 2 
京 都 市 山 科 区 小 山 鎮 守 町 2 9 番

1  

介 護 予 防 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 あり   なし   隣接  洛 和 ホ ー ム ラ イ フ み

さ さ ぎ  

京 都 市 山 科 区 御 陵 上 御 廟 野 町

5 番 地 の 1  

介 護 予 防 福 祉 用 具 貸 与 あり   なし   隣接    

特 定 介 護 予 防 福 祉 用 具 販 売 あり   なし   隣接    

 ＜地域密着型介護予防サービス＞ 

 
 
 

介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 あり   なし   隣接    

介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 あり   なし   隣接    

介護予防認知症対応型共同生活介護 あり   なし   隣接  
洛 和 グ ル ー プ ホ ー ム

西 院  他 1 1  

京 都 市 右 京 区 西 院 日 照 町 1 0 3

番 地  

介 護 予 防 支 援 あり   なし   隣接  

京 都 市 音 羽 地 域 包 括

支 援 セ ン タ ー  他 １  

京 都 市 山 科 区 音 羽 珍 事 町 1 番

地 1  

 
＜介護保険施設＞ 

 介 護 老 人 福 祉 施 設 あり   なし   隣接  
  

介 護 老 人 保 健 施 設 あり   なし   
隣接  介 護 老 人 保 健 施 設  洛 和

ヴ ィ ラ ア エ ル  他 2  

京 都 市 山 科 区 小 山 鎮 守 町 2 9 番

1  

介 護 療 養 型 医 療 施 設 あり   なし   隣接    

 介 護 医 療 院 あり   なし 隣接  介 護 医 療 院  洛 和  

ヴ ィ ラ つ ば  
京 都 市 伏 見 区 淀 美 豆 町 1 0 7 7  

 ＜介護予防・日常生活支援総合事業＞   
   

 訪 問 型 サ ー ビ ス あり   なし  隣接    

 通 所 型 サ ー ビ ス あり   なし  隣接    

 そ の 他 の 生 活 支 援 サ ー ビ ス あり   なし  隣接    
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別添２ 有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅が提供するサービスの一覧表 
特定施設入居者生活介護（地域密着型・介護予防を含む） 
の指定の有無 

なし              あり 
あ

り 
 

 

特定施設入
居者生活介
護費で、実
施するサー
ビス（利用
者一部負担
※ 1） 

個別の利用料で、実施するサービス 

備  考 

（利用者が

全額負担）  包 含
※ 2 

都度 ※

2 

 

料金 ※ 3 

介護サービス            

 食 事 介 助 なし あり  なし  あり     

 
排泄介助・おむつ交

換 
なし あり  なし  あり    

 

 お む つ 代   なし あり   ○ 実費  

 
入浴（一般浴）介助・
清 拭 

なし あり  なし  あり    
週 2 回（体調により清拭） 

 特 浴 介 助 なし あり  なし  あり     

 
身辺介助（移動・着替
え等） 

なし あり  なし  あり    
随時 

 口腔衛生管理 なし あり  なし  あり     

 機 能 訓 練 なし あり  なし  あり    生活リハビリの実施 

 通 院 介 助 なし あり  なし あり   〇  協力医療機関以外は 550 円/15 分 

生活サービス         

 居 室 清 掃 なし あり  なし  あり     

 リ ネ ン 交 換 なし あり  なし  あり     

 日 常 の 洗 濯 なし  あり なし  あり     

 居 室 配 膳 ・ 下 膳 なし あり  なし  あり    体調不良時のみ 

 
入居者の嗜好に応じ
た特別な食事 

  なし  あり    
 

 お や つ   なし あり   ○ 実費 110 円 

 
理美容師による理美
容サービス 

  なし あり   ○ 実費 
業者委託 

 買 い 物 代 行 なし  あり なし あり   ○ 550 円 通常の利用区域（550 円/15 分） 

 役 所 手 続 き 代 行 なし  あり なし  あり     

 金 銭 ・ 貯 金 管 理   なし  あり     

健康管理サービス         

 定 期 健 康 診 断   なし あり   ○   実費 年１回実施 

 健 康 相 談 なし あり  なし  あり    随時 

 生活指導・栄養指導 なし あり  なし  あり    随時 

 服 薬 支 援 なし あり  なし  あり     

 
生 活 リ ズ ム の 記 録
（排便・睡眠等） 

なし あり  なし  あり    
 

入退院時・入院中のサー
ビス 

 

 移 送 サ ー ビ ス なし あり  なし あり   ○ 実費 外部委託 

 入 退 院 時 の 同 行 なし あり  なし あり   〇 550 円 協力医療機関以外は 550 円/15 分 

 
入 院 中 の 洗 濯 物 交
換・買い物 

なし  あり なし あり   〇 550 円 
550 円/15 分 

 入院中の見舞い訪問 なし あり  なし  あり    ケアプランアセスメントとして 

※１：利用者の所得等に応じて負担割合が変わる（１割又は３割の利用者負担）。  

※２：「あり」を記入したとき は、各種サービスの費用が、月 額のサービス費用に包含される場合と、サービス利用の都度払 いによる

場合に応じて、いずれかの欄に○を記入する。  

※３：都度払いの場合、１回あたりの金額など、単位を明確にして記入する。  
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別添３                    月額施設利用料 

①家賃 

（非課税） 

＊（18.56 ㎡）×  29 室：80,000 円 

＊（19.25 ㎡）×   8 室：80,000 円 

（居室 116、117、118、120、222、223、225、226） 

＊（19.25 ㎡）×   3 室：81,000 円（227、228、230） 

②共益費 

（非課税） 
＊35,000 円 

③運営費 

（消費税課税） 
＊40,700 円（税込金額） 

④管理費 1 

（消費税課税） 
＊8,250 円（税込金額） 

⑤管理費２ 

（消費税課税） 
＊69,300 円（税込金額） 

⑥食費 

（消費税課税） 

朝食：470 円（消費税 8％込金額） 昼食：794 円（消費税 10％込金額） 

夕食：899 円（消費税 10％込金額） おやつ：130 円（消費税 10％込金額） 

1 日あたり 2,293 円（全て税込金額） 

月額（30 日換算） 68,790 円 

注入食：1 食につき 540 円（税込み） ※必要な場合のみ 

療養のための特別な食事代（必要な方の 1 食につき食事代に追加）：55 円

（税込み） 
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別添 ４ 

○介護給付費 

＊ 要介護度に応じて利用料の 1 割～3 割を徴収いたします（単位：円 非課税） 

 

（イ）介護保険適用単位数 

    

要 介 護 度 単 位 数 

要 支 援 1 183 単 位 

要 支 援 2 313 単 位 

要 介 護 1 542 単 位 

要 介 護 2 609 単 位 

要 介 護 3 679 単 位 

要 介 護 4 744 単 位 

要 介 護 5 813 単 位 

 

（ロ）介護保険加算の項目 

加 算 項 目 加 算 の 要 件 単 位 数 

入 居 継 続 支 援 加 算 

（Ⅰ） 

（ 1 日 に つ き ） 

1 介護福祉士の数が入居者の数が 6 又はその端数を

増すごとに 1 以上 

2 たんの吸引等を必要する者の占める割合が入居者

の 15％以上 

※たんの吸引等の内容に⑥～⑧が追加 

 ①口腔内の喀痰吸引②鼻腔内の喀痰吸引 

 ③期間カニューレ内の喀痰吸引 

 ④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 

 ⑤経鼻経管栄養 

 ⑥尿道カテーテル留意を実施している状態 

 ⑦在宅酸素療法を実施している状態 

 ⑧インスリン注射を実施している状態 

36 
単

位 

入 居 継 続 支 援 加 算 

（Ⅱ） 

（ 1 日 に つ き ） 

1 たんの吸引等を必要とする入居者の占める割合が

5％以上 15％未満 

2 介護福祉士の数が、常勤換算方法で、入居者の数

が 6 またはその端数を増すごとに 1 以上※上記（Ⅰ）

同様 

22 
単

位 

生 産 性 向 上 推 進 体 制 加 算

（Ⅰ）  

（ 1 ヶ 月 に つ き ） 

1  (Ⅱ )の 要 件 を 満 た し 、 (Ⅱ )の デ ー タ に よ り 業

務 改 善 の 取 組 に よ る 成 果 が 確 認 さ れ て い る こ

と 。  

2 見 守 り 機 器 等 の テ ク ノ ロ ジ ー を 複 数 導 入 し て

い る こ と 。  

3 職 員 間 の 適 切 な 役 割 分 担 (い わ ゆ る 介 護 助 手

の 活 用 な ど )の 取 組 等 を 行 っ て い る こ と 。  

4 1 年 以 内 ご と に 1 回 、 業 務 改 善 の 取 組 に よ る

効 果 を 示 す デ ー タ の 提 供 (オ ン ラ イ ン に よ る 提

出 )を 行 う こ と 。  

100 
単

位 

生産性向上推進体制加算

（Ⅱ） 

（ 1 ヶ 月 に つ き ） 

1  利 用 者 の 安 全 並 び に 介 護 サ ー ビ ス の 質 の 確 保

及 び 職 員 の 負 担 軽 減 に 資 す る 方 策 を 検 討 す る た

め の 委 員 会 の 開 催 や 必 要 な 安 全 対 策 を 講 じ た 上

で 、 生 産 性 向 上 ガ イ ド ラ イ ン に 基 づ い た 改 善 活

動 を 継 続 的 に 行 っ て い る こ と 。  

2 見 守 り 機 器 等 の テ ク ノ ロ ジ ー を １ つ 以 上 導 入

し て い る こ と 。  

10 
単

位 
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3  1 年 以 内 ご と に 1 回 、 業 務 改 善 の 取 組  

に よ る 効 果 を 示 す デ ー タ の 提 供 (オ ン ラ イ ン に

よ る 提 出 )を 行 う こ と 。  

生活機能向上連携加算

（Ⅰ） 

（ 1 ヶ 月 に つ き ）  

1 訪問・通所リハビリテーションを実施している事

業所又はリハビリテーションを実施している医療提

供施設の理学療法士等や医師からの助言を受けるこ

とができる体制を構築し、助言を受けた上で、機能訓

練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能

訓練計画を作成等すること。 

2 理学療法士等や医師は、通所リハビリテーション

等のサービス提供の場又は ICT を活用した動画等に

より、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと。 

100 
単

位 

生活機能向上連携加算

（Ⅱ） 

（ 1 ヶ 月 に つ き ） 

1 訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテ

ーションを実施している事業所又はリハビリテーシ

ョンを実施している医療提供施設（原則許可病床数

200 床未満に限る）の理学療法士・作業療法士・言語

聴覚士、医師が、事業所を訪問し、その事業所の職員

と共同で、アセスメントを行い、個別機能訓練計画を

作成 

2 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談

員その他職種の者が協働して、当該計画に基づき計画

的に機能訓練を実施 

※個別機能訓練加算を算定している場合は 100 単位/

月 

200 

（100） 

単

位 

個 別 機 能 訓 練 加 算 

（Ⅰ） 

（ 1 日 に つ き ） 

常勤の機能訓練指導員として、理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッ

サージ指圧師を配置 

12 
単

位 

個 別 機 能 訓 練 加 算 

（Ⅱ） 

（ 1 ヶ 月 に つ き ） 

加算Ⅰを算定している利用者について、個別機能訓練

計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練

の実施に当たって当該情報その他機能訓練の適切か

つ有効な実施のために必要な情報を活用する加算Ⅰ

とⅡの併算定は可能 

20 
単

位 

Ａ Ｄ Ｌ 維 持 等 加 算 

（Ⅰ） 

1 利用者の総数が 10 人以上であること 

2 利用者全員について、利用開始月と、当該月の翌月

から起算して 6 月目（6 月目にサービスの利用がない

場合はサービスの利用があった最終月）において、

Barthel Index を適切に評価できる者が ADL 値を測定

し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出す

る 

3 利用開始月の翌月から起算して 6 月目の月に測定し

た ADL 値から利用開始月に測定した ADL 値を控除し

て得た値に、初月の ADL 値や要介護認定の状況等に応

じて一定の値を加えた ADL 利得（調整済 ADL 利得）の

上位及び下位それぞれ 1 割の者を除く評価対象利用

者の ADL 利得を平均して得た値が、1 以上であること 

30 
単

位 

Ａ Ｄ Ｌ 維 持 等 加 算 

（Ⅱ） 

（Ⅰ）の 1 と 2 の要件を満たし、評価対象利用者の

ADL 利得を平均して得た値（加算Ⅰの 3 と同様に算出

した値）が 2 以上であること。加算Ⅰ・Ⅱの併算定不

可 

60 
単

位 
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夜 間 看 護 体 制 加 算 

（Ⅰ） 

（ 1 日 に つ き ） 

1 常勤の看護師を１名以上配置し、看護に係る責任

者を定めていること。 

2 夜勤又は宿直を行う看護職員の数が１名以上であ

って、かつ、必要に応じて健康上の管理等を行う体

制を確保していること。 

3 重度化した場合における対応に係る指針を定め、

入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該

指針の内容を説明し、同意を得ていること。要介護

認定を受けていること。 

18 
単

位 

夜 間 看 護 体 制 加 算 

（Ⅱ） 

（ 1 日 に つ き ） 

常勤看護師を 1 名以上配置。看護職員または病院との

連携により 24 時間の連絡体制と健康管理体制の確

保。重度化対応の指針の作成、説明し、同意をえてい

ること 

9 
単

位 

若 年 性 認 知 症 入 居 者 

受入加算 

( 1 日 に つ き ) 

受け入れた若年性認知症入居者ごとに個別の担当者

を定めている、その者を中心に、入居者の特性やニー

ズに応じたサービスを提供。65 歳の誕生日の前々日

まで算定 

120 
単

位 

協力医療機関連携加算

（Ⅰ） 

（ 1 ヶ 月 に つ き ） 

1 入居者等の病状が急変した場合等において、医師

又は 

看護職員が相談対応を行う体制を常時確保している

こと。 

2 高齢者施設等からの診療の求めがあった場合にお

い 

て、診療を行う体制を常時確保していること。 

3 入居者等の病状が急変した場合等において、入院

を要すると認められた入居者等の入院を原則として

受け入れられる体制を確保していること。 

100 
単

位 

協力医療機関連携加算

（Ⅱ） 

（ 1 ヶ 月 に つ き ） 

上記に該当しない場合 

40 
単

位 

退 居 時 情 報 提 供 加 算 

（ 1 日 に つ き ） 

医療機関へ退去する入居者等について、退去後の医療

機関に対して入居者等を紹介する際、入居者等の同意

を得て、当該入居者等の心身の状況、生活歴等を示す

情報を提供した場合に、入居者等 1 人につき 1 回に

限り算定 

250 
単

位 

高齢者施設等感染対策向上加算

（Ⅰ） 

（ 1 ヶ 月 に つ き ）  

1 第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発

生時等の対応を行う体制を確保していること。 

2 病院が研修を受けていること 

10 
単

位 

高齢者施設等感染対策向上加算

（Ⅱ） 

（ 1 ヶ 月 に つ き ）  

医療機関から、3 年に 1 回以上施設内で感感染者が発

生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けてい

ること。 

5 
単

位 

新 興 感 染 症 等 施 設 療 養 費 

（ 1 日 に つ き ）  

入居者等が別に厚生労働大臣が定める感染症※に感

染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療

機関を確保、かつ、当該感染症に感染した入居者等に

対し、適切な感染対策を行った上で、該当する介護サ

ービスを行った場合 

240 
単

位 

口腔・栄養スクリーニン

グ加算    

（ 1 回 に つ き ） 

1 当該事業所の従業者が、利用開始時及び利用中 6 月

ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、

当該利用者の口腔の健康状態に関する情報を、当該利

用者を担当する介護支援専門員に提供していること 

2 当該事業所の従業者が、利用開始時及び利用中 6 月

20 
単

位 
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ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利

用者の栄養状態に関する情報を、当該利用者を担当す

る介護支援専門員に提供していること ※6 ヶ月 1 回

を限度とする 

科 学 的 介 護 推 進 

体制加算 

入所者・利用者ごとの心身の状況等の基本的な情報

を、厚生労働省に提出し、サービスの提供に当たって、

規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供

するために必要な情報を活用する 

40 
単

位 

退 院 退 所 時 連 携 加 算 

( 1 日 に つ き ) 

医療提供施設(病院、診療所、介護老人保健施設、介

護医療院)を退院・退所して特定施設に入居する利用

者を受け入れる場合に、入居から 30 日以内に限り算

定。30 日を超える医療提供施設への入所後の再入居

も同様に算定 

30 
単

位 

退 居 時 情 報 加 算 

医療機関へ退居する入居者等について、退居後の医療

機関に対して入居者等を紹介する際、入居者等の同意

を得て、当該入居者等の心身の状況、生活歴を示す情

報を提供した場合に、入居者等１人につき１回に限り

算定 

250 
単

位 

看 取 り 介 護 加 算 

（Ⅰ） 

  （1 日につき） 

死亡日 31 日以上 45 以下 
72 

単

位 

死亡日以前 4 日以上 30 日以下 
144 

単

位 

前日・前々日 
680 

単

位 

死亡日 
1,280 

単

位 

※死亡月にまとめて算定するため、退居後に請求することがある。 

看 取 り 介 護 加 算 

（Ⅱ）       

 （ 1 日 に つ き ） 

死亡日 31 日以上 45 以下  572 単

位 

死亡日以前 4 日以上 30 日以下 644 単

位 

前日・前々日 1,180 単

位 

死亡日 1,780 単

位 

※死亡月にまとめて算定するため、退居後に請求することがある。 

認 知 症 専 門 ケ ア 加 算 

（Ⅰ） 

（ 1 日 に つ き ） 

1 入居者の総数のうち、日常生活自立度のランクⅢ

以上（以下「対象者」という。）の占める割合が 1/2

以上 

2 認知症介護に係る専門的な研修の修了者を 

（1）対象者が 20 人未満の場合は１以上 

（2）対象者が 20 人以上の場合は 1 に、19 人を超え

て 10 人又はその端数を増すごとに 1 人を配置 

3 認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指

導に係る会議を定期的に開催 

3 
単

位 

認 知 症 専 門 ケ ア 加 算 

（Ⅱ） 

（ 1 日 に つ き ） 

1 認知症専門ケア加算（Ⅰ）の算定要件を満たすこと 

2 認知症介護の指導に係る専門的な研修の修了者を

１名以上配置し、認知症ケアの指導等を実施 

3 介護職員、看護職員ごとに認知症ケアに関する研

修計画を作成し、研修を実施または実施を予定 

4 
単

位 
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サービス提供 

体制強化加算Ⅰ 

介護福祉士が 70％以上、または、勤続 10 年以上の介

護福祉士が 25％以上のいずれかに該当し、サービス

の質の向上に資する取組を実施 
22 

単

位 

サービス提供 

体制強化加算Ⅱ 

介護福祉士が 60％以上 
18 

単

位 

サービス提供 

体制強化加算Ⅲ 

介護福祉士が 50％以上、または、常勤職員が 75％以

上、または、勤続 7 年以上の職員が 30％以上、のい

ずれかに該当する 

6 
単

位 

介 護 職 員 等 処 遇 改 善 加 算

（Ⅰ） 

新加算（Ⅱ）に加え、以下の要件を満たすこと。 

•経験技能のある介護職員を事業所内で一定割合以上配置していること

（訪問介護の場合、介護福祉士 30%以上） 

・処遇改善加算（Ⅰ）・特定処遇加算（Ⅰ）・ベースアップ等支援 

加算を統合。算定した単位数の 12.8/100 

介 護 職 員 等 処 遇 改 善 加 算

（Ⅱ） 

新加算（Ⅲ）に加え、以下の要件を満たすこと。 

•改善後の賃金年額 440 万円以上が１人以上•職場環境の更なる改善、見

える化【見直し】•グループごとの配分ルール【撤廃】 

・処遇改善加算（Ⅰ）・特定処遇加算（Ⅱ）・ベースアップ等支援加算を

統合。算定した単位数の 12.2/100 

介 護 職 員 等 処 遇 改 善 加 算

（Ⅲ） 

新加算（Ⅳ）に加え、以下の要件を満たすこと。 

•資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みの整備 

・処遇改善加算（Ⅰ）・ベースアップ等支援加算を統合。 

算定した単位数の 11.0/100 

介 護 職 員 等 処 遇 改 善 加 算

（Ⅳ） 

•新加算（Ⅳ）の 1/2（7.2%）以上を月額賃金で配分•職場環境の改善（職

場環境等要件）【見直し】•賃金体系等の整備及び研修の実施等 

・処遇改善加算（Ⅱ）・ベースアップ等支援加算を統合。 

算定した単位数の 8.8/100 

 

 

 

（ハ）地域区分による介護保険の単価 

   介護報酬は、サービス種別ごとに報酬単位数が決められており、サービスの内容・

事業所の所在する地域等を勘案し、サービス等による平均的な費用を勘案して設定

するものとされています。 

 

事 業 所 の 所 在 地 地 域 区 分 地 域 単 価 

京都市 5 級地 10.45 円 

 

介護保険の算定方法 

① （（ （イ） × 日数 ） + （ （ロ） × 日数 ）） × 地

域単価（ハ） ＝10 割の金額 

②  ①の金額 × 0.9 or 0.8 or 0.7 ＝介護保険から支給される金額 

②    ① - ② ＝介護保険の自己負担金額 
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＊ 介護保険加算項目を算定した場合の費用負担例 

1 ヶ月 30 日、個別機能訓練加算（Ⅰ）・個別機能訓練加算（Ⅱ）・夜間看護

体制加算（Ⅰ）・科学的介護推進体制加算・サービス提供体制加算（Ⅰ）・協力

医療連携加算（Ⅰ）・入居継続支援加算（Ⅰ）・介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）・

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）(Ⅱ)を算定した場合 

要介護度 合 計 単 位 数 

介 護 保 険 自 己 負 担 額 

1 割負担の場

合 

2 割負担の場

合 

3 割負担の場

合 

要支援 1 8,670 単位 9,061 円 18,121 円 27,181 円 

要支援 2 13,045 単位 13,632 円 27,264 円 40,896 円 

要介護 1 21,212 単位 22,167 円 44,333 円  66,500 円  

要介護 2 23,479 単位 24,536 円 49,071 円  73,607 円  

要介護 3 25,848 単位 27,012 円 54,023 円  81,034 円  

要介護 4 28,048 単位 29,311 円  58,621 円  87,931 円  

要介護 5 30,383 単位 31,751 円  63,501 円  95,251 円  

 

（ニ）その他の介護保険外サービス 

① エンゼルケア費（死後の処置料）： 16,500 円 （税抜き 15,000 円 税 1,500 円） 

       死亡後、施設にて処置を行なった場合にお支払いいただきます 

  

② 外出同行費：550 円/15 分につき 

       買物や入退院・通院時等において、当施設職員が同行しての外出を希望 

された場合の費用 

 

③   領収証明書の発行 １通につき 1,650 円（税込み） 

以上 
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（資料 2） 

洛和ホームライフみささぎ 利用契約書 

（特定施設入居者生活介護サービス） 

 

入居者、身元保証人及び医療法人社団洛和会（以下「事業者」といいます。）は、

入居者が事業者の運営する住宅に入居し、事業者の提供する特定施設入居者生活介

護サービスを受けること（以下「本件サービス」といいます。）について、本契約を

締結します。 

 

入居者氏名              様 

利用開始日 令和   年   月   日 

 

（目的） 

第 1 条 事業者は、入居者に対し、老人福祉法・介護保険法、その他関係法令を遵守

し、本契約の定めに従い、入居者に対し本件サービスを提供します。 

2 入居者は、本契約の定めを承認すると同時に、事業者に対し、本契約に定める費

用の支払いに同意します。  

 

（利用開始・契約期間） 

第 2 条 入居者は、契約書冒頭記載の利用開始日をもって、本件サービスの利用を

開始します。 

2 本契約の有効期間は、契約日から入居者の要介護・要支援認定有効期間満了日ま

でとします。契約期間満了の３０日前までに入居者から事業者の定める解約届に

よる契約終了の申し入れがない場合には、本契約は更に入居者の要介護・要支援認

定有効期間満了日まで同じ条件で更新されるものとします。 

 

（サービス計画書） 
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第 3 条 介護サービス等の提供に際して、事業者は特定施設入居者生活介護サービ

ス計画書（以下「サービス計画書」といいます）の原案を作成し、その内容を入居

者に説明し、同意を得ます。但し、入居者が要介護認定或いは要支援認定を受けて

いない場合は、このサービス計画書は作成いたしません。 

2 事業者は、サービス計画書の作成後においても、その実施状況の把握を行い、サ

ービス計画書の変更を行うことが必要と判断したときは、その内容を入居者に説

明し、同意の上で変更をします。 

 

（介護保険給付対象サービス） 

第 4 条  事業者は、提供するサービスの具体的な内容、提供する場所及び職員等に

ついては、重要事項説明書及びサービス計画書に基づいて明示します。 

（1）介護 入浴・排泄・食事・移動・着脱衣・洗面等の介助、その他必要な見守り 

（2）健康管理 日常の健康管理 

（3）機能訓練 生活機能訓練の実施 

（4）日常生活支援 居室及び共用部分の清掃・整理・ごみの処理、リネン類の交換

などの         日常生活の支援 

（5）口腔衛生管理 入居者の口腔の健康の保持、自立した日常生活、状態に応じた口腔衛生の

管理 

2 前項（1）から（4）までのサービス内容は、個々の入居者の身体状況等によって

異なります。 

3 事業者は、入居者の健康管理は行いますが、治療行為は行いません。 

 

（介護保険対象外のサービス） 

第 5 条  事業者は、入居者との合意に基づき、以下のサービスを提供します。 

（1）食事、おやつの提供 

（2）事業運営に係る介護職員の増加配置 

（3）事業者が特に定める教養娯楽設備等の提供、レクレーション行事 

（4）その他日常生活に必要な消耗品等の提供 
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（5）衣類のクリーニング、理美容サービスの斡旋提供（業者の紹介） 

２ 前項のサービスについて、その利用料金は入居者が負担するものとします。 

３ 事業者は第１項各号のサービスの提供について、予め入居者及び入居者の家族

等に分かりやすく説明し、同意を得るものとします。 

 

（事業者の義務） 

第 6 条 事業者はサービスの提供に当たり、入居者の生命、身体、財産の安全確保に

配慮するものとします。 

2 事業者はサービス提供に当たり、入居者本人又は他の入居者等の生命又は身体を

保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行いません。 

3 事業者は、入居者が介護認定の更新申請を円滑に行えるよう援助します。 

 

（入居者又はその家族等の義務） 

第 7 条 事業者は、入居者又はその家族等が施設を利用する上で留意・遵守する必

要な事項を次のとおり定め、改定する場合は、運営懇談会の意見を聴くものとす

る。 

（1）生活相談員等の指導による日課を励行し、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦

に努める。 

（2）外出・外泊を希望する場合には、所定の手続きにより管理者に届け出る。 

（3）健康に留意する。 

（4）入居者は、清潔、整頓その他環境衛生のために協力する。 

２ 入居者及びその家族等は、施設内で次の行為をしてはならないものとする。 

（1）火気など危険な物品等を搬入、使用または保管する行為。 

（2）テレビ、ステレオ等の操作、楽器の演奏その他により、大音量や振動等により

他の入居者に迷惑をかける行為。 

（3）動物を飼育すること。 

（4）他の入居者の生活や事業者による他の入居者に対するサービス提供に著しく悪
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影響を及ぼす言動。 

（5）他の入居者または事業者の従業員の心身または生命に危害を及ぼす行為。 

（6）施設または施設の周辺において、著しく粗野もしくは乱暴な言動を行い、また

は威勢を示すことにより、他の入居者、付近の住民、通行人または事業者に不安を

覚えさせる行為 

（7）上記に定める行為のほか、公序良俗に反する行為などにより他の入居者または

事業者の従業者に迷惑をかける行為及び施設の健全な事業運営に支障をきたす行

為。 

 

（運営懇談会） 

第 8 条 事業者は、施設の運営等に関して、意見交換の場として運営懇談会を設置

します。 

2 前項の運営懇談会は、年 1 回定例会を、また必要に応じて臨時会を開催します。

運営懇談会の構成員は、入居者、身元保証人、本施設の管理者およびその職員とし

ます。その他、地域自治連役員や医療介護等関係機関等も参加頂く場合がありま

す。 

 

（苦情対応） 

第 9 条 入居者は、事業者及び本件サービスに対する苦情を申し立てることができ

ます。 

2 事業者は、苦情受付の手続き及び記録方法について運営規程等で定め、迅速かつ

誠実に対応するとともに円満な解決に努めます。  

3 事業者は、入居者が苦情申立を行ったことを理由に何らの不利益な扱いをするこ

とはありません。 

 

（賠償責任） 

第 10 条 事業者は、サービスの提供にあたって、事故が発生し入居者の生命・身体・
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財産に損害が生じた場合は、直ちに必要な措置を講じ、不可抗力による場合を除

き、速やかに入居者に対して必要な損害賠償を行います。ただし、入居者側に故意

又は重大な過失がある場合には賠償額を減じることがあります。 

2 事業者は、事故の状況及びその処置等について記録をします。 

 

（秘密保持） 

第 11 条 事業者は、業務上で知り得た入居者及びその家族の個人情報について、個

人情報保護法を遵守し、入居者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合など正

当な理由がある場合又は入居者等からの事前の同意がある場合を除いて、契約期

間中、契約終了後にかかわらず第三者に漏らすことはありません。 

 

（サービス提供の記録） 

第 12 条 事業者は、提供したサービスの内容等に関して、法令に定める次の事項に

係る記録を作成し、5 年間保存します。 

（1）サービス計画書 

（2）入居者に提供したサービスの内容 

（3）緊急やむを得ず行った身体拘束の記録    

（4）サービスの提供等により生じた入居者及びその家族等からの苦情の内容 

（5）サービスの提供等により生じた事故の状況及び処置の内容 

2 入居者は、前項の期間内において、本施設で当該入居者に関する前項の記録を所

定の手続きにより閲覧することができます。 

 

（月払い利用料） 

第 13 条 入居者は、事業者に対して本書に定める月払いの利用料を支払うものとし

ます。 

2 本条に定める費用について、1 ヶ月に満たない期間の費用は日割り計算した額と

します。 
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（介護保険給付費） 

第 14 条 入居者は、要介護度に応じ受けたサービスの対価として、介護保険法に定

められた所定の料金を事業者に支払うものとします。但し、入居者が要介護認定を

受けていない場合には、介護保険給付分も含め全額を一旦支払うものとします。 

 

（その他の費用） 

第 15 条 入居者は、事業者から食事の提供を受けた場合には、重要事項説明書に定

める食費を支払うものとします。 

2 入居者は、医療費、紙おむつ等の介護消耗品、化粧品、衣類、クリーニング、理

容・美容、嗜好品等、専ら入居者の個人的利用、使用に係る費用を負担します。 

 

（費用の支払い方法） 

第 16 条 事業者は、月払い利用料その他費用の支払い方法等について重要事項説明

書に必要な事項を定めることとします。 

2 支払いは末日迄としますが、口座引落の場合はその期日を別途重要事項説明書に

定めます。 

 

（費用の改定） 

第 17 条 事業者は、月払い利用料等入居者が支払うべき費用を改定することがあり

ます。 

2 事業者は、前項の費用の改定にあたっては、施設が所在する自治体が発表する消

費者物価指数及び人件費等を勘案し改定するものとします。 

3 入居者が支払うべき費用を改定する場合は、事業者は予め入居者及び身元保証人

等に通知します。 

4 事業者は、厚生労働省の定める介護保険法上の介護報酬単価及び、所在地域の地

域区分基準等、介護保険の基準が変更される場合には、それに応じて介護保険給付
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費を変更します。また、消費税率が改定される場合においては課税対象金額の変更

をします。 

 

（契約の終了） 

第 18 条 次の各号のいずれかに該当する場合に本契約は終了するものとします。 

（1）入居者が死亡したとき 

（2）事業者が第 19 条に基づき解除を勧告し、予告期間が満了したとき 

（3）入居者が第 20 条に基づき解約を行ったとき 

（4）要介護認定に於いて「要支援」「非該当」と判定された場合、又は要介護認定の

更新を行わなかった場合 

 

（事業者からの契約解除） 

第 19 条 事業者は入居者が次の各号のいずれかに該当し、本契約を将来にわたって

維持することが社会通念上著しく困難と認められる場合に、本契約を解除するこ

とがあります。 

（1）入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居したとき 

（2）利用料の支払いを 2 ヶ月以上遅延し、事業者が利用者に対して滞納額を支払う

よう勧告したにもかかわらず、直ちに支払われないとき 

（3）入居者の行動が本人又は、他の入居者あるいは施設従業員の身体または生命に

危害を及ぼすおそれがあり、かつ施設における通常の接遇方法でこれを防止する

事ができないとき 

（4）入居者が診療所や病院に入院し、3 ヶ月を超える期間治療等が必要となったと

き又は見込まれる等、本施設において入居者に対する本件サービスの提供が困難

であると合理的に判断されるとき。但し、入居者の合意を得るものとします 

（5）本施設を不在にする期間が連続して 3 ヶ月を超え、本施設への復帰が困難、あ

るいは入居者に復帰の意思がないと判断されるとき 

（6）天災、法令の改変、その他やむを得ない事情により、本施設を閉鎖または縮小
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するとき 

（7）入居者、身元保証人及び入居者の家族その他の関係者が事業者やサービス従事

者又は他の入居者に対して、契約を継続しがたいほどの不信な行為や他者への迷

惑行為、職員がおこなうケアを妨げる行為等を行った場合 

（8）第 7 条に規定する入居者又はその家族等の義務に違反する行為をおこない、事

業者の指摘や注意に対して改善がみられない場合。 

2 前項の規定に基づく契約の解除の場合、事業者は次の各号に掲げる手続きを行い

ます。  

（1）契約解除について 30 日間の予告期間をおいて、文書で通知する 

（2）前号の通告に先立って入居者又は身元保証人等に弁明の機会を設ける 

（3）解除勧告の予告期間中に入居者の移転先の有無について確認し、移転先がない

場合には入居者や身元保証人等と協議し、移転先の確保に協力する 

3 本条 1 項（4）及び（5）によって契約を解除する場合は、事業者は前項のほか、

次の手続きを行います。 

（1）書面にて医師の意見を聴く 

（2）一定の観察期間をおく 

 

（入居者からの解除） 

第 20 条 入居者は、事業者に対して 30 日前に解除の申し入れを行うことにより本

契約を解除することができます。解約の申し入れは事業者の定める解約届を事業

者に届け出るものとします。 

2 入居者が前項の解約届を提出せず居室を退居した場合、事業者が退居の事実を知

った日の翌日から起算して 30 日目をもって、本契約は解除されたものとします。 

 

（身元保証人）  

第 21 条 入居者は、契約時に身元保証人を原則 2 名定めるものとします。  

2 身元保証人は、入居者と連帯して、本契約から生じる入居者の一切の債務を負担
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しなけれ  ばならないものとします。 

3 身元保証人は、入居者が病気・死亡等の場合に、事業者からの連絡、相談等に応

じ、適切な対応を行うものとします。 

4 身元保証人は、本契約が解約・解除その他の事由により終了した場合は、責任を

もって入居者の身柄を引き受けるものとします。また、身元保証人は本物件の明け

渡しについては連帯して責任を負うものとします。  

5 身元保証人が保証する極度額を「各」600,000 円と定めます。 

6 入居者は、身元保証人に支障が生じたときは、直ちに事業者にその旨を届け出る

とともに、事業者の承認を得て新たに身元保証人を定めるものとします。  

7 身元保証人は、本契約締結時の住所又は電話番号を変更したときは直ちにその旨

を、書面をもって事業者に届けるものとします。  

8 事業者が新たな身元保証人の選定に合意する場合、書面にて身元保証人の変更を

確認します。 

 

（事業者に通知を必要とする事項） 

第 22 条 入居者又は身元保証人は、次に掲げる事項を含め、事業者への通知が必要

な事項が発生した場合は、遅滞なく事業者に通知するものとします。 

（1）入居者若しくは身元保証人の氏名が変更した場合 

（2）身元保証人が死亡した場合 

（3）入居者若しくは身元保証人について、成年後見制度による後見人、補佐人、補

助人の審判があった場合、又は破産の申立て（自己申立てを含む）、強制執行、仮

差押え、仮処分、競売、民事再生法等の申立てを受け、若しくは申立てをした場合 

（4）入居者が「任意後見契約に関する法律」に基づき任意後見契約を締結した場合 

 

（身元保証人の変更） 

第 23 条 事業者は、身元保証人が前条第 1 項（2）又は（3）の規定に該当すること

となった場合には、入居者に対して新たな身元保証人を定めることを請求します。 
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2 入居者は、前項の請求を受けた場合には、身元保証人を新たに定めるものとしま

す。 

 

（入居契約時の手続き） 

第 24 条 入居者等から入居申し込みがなされ、事業者における入居判定会議を経て、

事業者の承諾がなされた後に契約当事者間で入居契約が締結されます。 

2 事業者は、本契約の締結に際し、入居者等が契約内容を十分理解した上で契約を

締結できるよう、十分な時間的余裕を持って、重要事項説明書に基づき契約内容の

説明を行います。説明を行った者及び説明を受けた入居者等の双方は、重要事項説

明書の所定欄に記名押印して、それぞれが保管することとします。 

 

（協議事項）  

第 25 条 本契約に定めのない事項及び本契約の各条項の解釈については、事業者並

びに入居者は協議し、誠意をもって処理することとします。 

2 この契約に定めない事項については、介護保険法等の関係法令に従い、事業者・

入居者の協議により定めます。 

 

（合意管轄） 

第 26 条 本契約に起因する紛争に関して訴訟の必要が生じたときは、事業所の所在

地を管轄する地方裁判所又は京都地方裁判所を管轄裁判所とします。 

 

（以下余白） 
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特定施設入居者生活介護 サービス利用契約書 

 

利用者           と、医療法人社団洛和会は、事業者が利用者に対し

て行う特定施設入居者生活介護サービスについて、重要事項説明書及び契約書[令和

７年 4 月版]（資料２）に基づいてこの契約が成立したことを明らかにするため、こ

の契約書を２通作成し、利用者及び事業者が、それぞれ署名または記名押印のうえ、

各１通を保有するものとします。 

 

特定施設入居者生活介護サービスの提供開始に際し、重要事項説明書及び契約書

[令和７年 4 月版]（資料１）に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

令和       年      月      日 

  

説明者     職  名                                     

 

                 氏  名                                   

 

私は、事業者から、重要事項説明書及び契約書[令和７年 4 月版]（資料１）及び

（資料２）に基づいて、事業者が行う特定施設入居者生活介護の契約内容等の説明を

受け、その内容等について同意しましたので、当該サービスの利用を申し込みます。 

 

令和       年      月      日 

 

利 用 者    住  所                                                

 

 

               氏  名                                      
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代 筆 者（代筆の場合）氏 名                           

 

 

利用者との関係                       

 

 

身元保証人    住  所                                                

 

 

               氏  名                                      

 

 

     電  話             （           ）              

 

 

                      利用者との関係                                   

 

 

身元保証人    住  所                                               

 

 

               氏  名                                     

 

 

     電  話             （           ）             
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                      利用者との関係                                   

 

 

代理人（後見人等）住  所                                                  

 

 

               氏  名                                     

 

 

     電  話             （           ）            

 

 

                      利用者との関係                                     

 

 

 

事業者名  京都府京都市中京区西ノ京車坂町 9 番地   

医療法人社団洛和会 

洛和ホームライフみささぎ 

 理事長 矢野 裕典     

 

 

（以下余白） 

 


